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令和２年１２月教育委員会定例会議 

 

日  時  令和２年１２月２４日（木曜日） 

       午後１時３０分開議 

場  所  美里町役場南郷庁舎２階多目的ホール 

出 席 者  教育委員（５名） 

           教  育  長   大 友 義 孝 

       １番  教育長職務代理者  後 藤 眞 琴 

       ２番  委     員   成 澤 明 子 

       ３番  委     員   留 守 広 行 

       ４番  委     員   大 森 真智子 

       欠席なし 

説 明 員  教育委員会事務局 

        教育次長兼教育総務課長 

        兼学校教育環境整備室長    佐 藤 功太郎 

        課長補佐兼総務係長 

        兼郷土資料館長        藤 﨑 浩 司 

        教育総務課主事        青 山 裕 也 

        学校教育専門指導員      阿 部   毅 

        青少年教育相談員       門 脇   宏 

        特別支援教育専門員      伊 藤   淳 

        文化財係長          岩 渕 竜 也 

 

傍 聴 者  なし 

 

                                            

議事日程 

 ・ 令和２年１１月教育委員会定例会議事録の承認 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 ・ 報告 

 第 ２ 教育長報告 

 第 ３ 報告第３８号 令和２年度美里町議会１２月会議について 
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 第 ４ 報告第３９号 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

 第 ５ 報告第４０号 区域外就学について 

 第 ６ 報告第４１号 指定校の変更について 

 第 ７ 報告第４２号 いじめ防止・不登校対策及び生徒指導（１１月分）について 

 第 ８ 報告第４３号 基礎学力向上等について 

 第 ９ 報告第４４号 後藤家文書整理解読事業について 

 ・ 審議事項 

 第１０ 議案第１９号 学校医の委嘱について 

 第１１ 議案第２０号 美里町学校給食調理施設運営規則の一部改正について 

 第１２ 議案第２１号 令和３年度美里町立幼稚園入園児の決定について 

 ・ 協議事項 

 第１３ 令和２年度美里町小・中学校各単位ＰＴＡの質問への回答について 

 第１４ 美里町心身障害児就学指導審議会への諮問について 

 第１５ 意見交換会の開催に向けての提案について 

 ・ その他 

  行事予定等について 

  美里町教育委員会委員の研修について 

  新中学校アイデアコンテストの開催について 

  美里町教育振興基本計画の策定について 

  令和３年１月教育委員会定例会の開催日について 

追加議事日程 

 ・ 協議事項 

第 １ 美里町新中学校整備等事業（仮称）について 

 ・ 閉会 
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本日の会議に付した事件 

 ・ 令和２年１１月教育委員会定例会議事録の承認 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 ・ 報告 

 第 ２ 教育長報告 

 第 ３ 報告第３８号 令和２年度美里町議会１２月会議について 

 第 ４ 報告第３９号 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

 第 ８ 報告第４３号 基礎学力向上等について 

 第 ９ 報告第４４号 後藤家文書整理解読事業について 

 ・ 審議事項 

 第１０ 議案第１９号 学校医の委嘱について 

 第１１ 議案第２０号 美里町学校給食調理施設運営規則の一部改正について 

 第１２ 議案第２１号 令和３年度美里町立幼稚園入園児の決定について 

 ・ 協議事項 

 第１３ 令和２年度美里町小・中学校各単位ＰＴＡの質問への回答について 

 第１４ 美里町心身障害児就学指導審議会への諮問について 

 第１５ 意見交換会の開催に向けての提案について 

 ・ その他 

  行事予定等について 

  美里町教育委員会委員の研修について 

  新中学校アイデアコンテストの開催について 

  美里町教育振興基本計画の策定について 

  令和３年１月教育委員会定例会の開催日について 

【追加で会議に付した事件】 

 ・ 協議事項 

第 １ 美里町新中学校整備等事業（仮称）について 

【以下、秘密会扱い】 

 第 ５ 報告第４０号 区域外就学について 

 第 ６ 報告第４１号 指定校の変更について 

 第 ７ 報告第４２号 いじめ防止・不登校対策及び生徒指導（１１月分）について 
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午後１時３０分 開会 

○教育長（大友義孝） 皆さんこんにちは。 

  もう令和２年も１２月となってしまいました。おかげさまで昨日、幼稚園・小学校・中学校

全てが終業式を迎えまして、滞りなく儀式は迎えられたということでございます。今日から冬

休みになっているところでございますが、学校から保護者の皆さんへ新型コロナウイルス感染

症対策の注意喚起などもさせていただいておりますので、後ほど新型コロナウイルス感染症の

部分につきましての報告もさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  委員会の皆様方にはお話ししたいところがあるんでございますが、会議をスピーディーにや

るというのが、今年初めから会議開催のルールということで定められていました。挨拶は割愛

するように、そして時間は１時間半以内で収めること、そういったことが県のルールとして決

まっているわけなんですが、こちらのほうも同じようなやり方をしていかなくてはならないだ

ろうというふうに思っているところでございます。 

  どうぞ、今日は案件も多いわけでございますが、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、ただいまから令和２年１２月教育委員会定例会を開会します。 

  本日の出席委員は、教育長を含め５名でありますので委員会は成立いたしております。 

  なお、説明員といたしまして教育次長、それから教育総務課長補佐、教育総務課主事、並び

に学校教育専門指導員、青少年教育相談員、特別支援教育専門員が出席をさせていただいてお

ります。また、一部の事項におきまして教育総務課職員が入室させていただくことをお許しい

ただきたいと思います。 

  それでは、会議を行います。 

  まず、令和２年１１月教育委員会定例会議事録の承認についてでございます。既に、委員の

皆様方にはお目通しいただいたと思います。いろいろと修正箇所があれば、事務局のほうに申

出をいただく、そういった状況の中で承認をいただいていくということでございますが、皆様

方からこの場で何かご意見ございませんでしょうか。 

  なければ、その部分を事務局のほうに申出をいただきまして、議事録の承認という形を取ら

せていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。 

○各委員  「はい」の声あり 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。では、１１月の教育委員会定例会の議事録の承

認についていただいたということで、訂正箇所があれば事務局のほうに申出をいただきたいと

思います。事務局は速やかに公開手続きのほうをお願いします。 
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日程 第１ 議事録署名委員の指名 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

  議事録署名委員の指名は、美里町教育委員会会議規則第２２条第３項の規定によりまして教

育長が指名をいたします。今回の議事録の署名委員は、３番委員さんであります留守委員、４

番委員さんであります大森委員にお願いしたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

                                            

 

報告事項 

日程 第２ 教育長報告 

○教育長（大友義孝） それでは、報告事項に入ります。 

  日程第２教育長報告でございます。 

  別紙のほうに、教育長報告の資料を添付させていただいておりますが、既に委員の皆様方に

はお目通しをいただいたのではないかなというふうに思います。 

  それで、部分的に説明を加えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  まず表紙のほうの部分でございますが、この部分の一番下のその他のところにありますが、

１つ目は毎年仕事納めの式を１２月２８日に行っておりましたが、これは中止するということ

になりました。 

  また１月４日の辞令交付式、それから仕事始めの式、もう一つは開庁記念なんですね、本来

であれば。これを実施するということでございますが、今日連絡がありまして課長補佐以上の

出席というふうに絞られての部分になるようでございます。 

  もう一つ、消防団の出初式ですが、ここには「中止の方向で消防団と協議」というふうにな

っておりますが、昨日連絡が入りまして「中止する」というふうな連絡が入ってございます。 

  もう一つ、大きな式典であります成人式でありますが、いろいろと新聞を見ておりますと延

期をしたり、予定どおりであっても２分割したりとか、いろいろなやり方をしているようでご

ざいますが、日曜日に実行委員会の皆様がお集まりしていろいろと協議をされたそうです。結
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果的には、予定どおり行うということでございます。ただし今後、宮城県内で、国もそうなん

ですが非常事態宣言が発令された場合は見合わせる、もしくは延期する、そういったことを再

度協議していくというふうなことになりそうです。仙台市のほうで行っている部分に、同調し

ていくというふうな考え方だということでございます。既に女性の皆さんは着物の注文とか、

いろいろされているようでございますので、実施するということでございます。 

  それから５番目・６番目については、言うまでもなくこのようなことを慎んでといいますか

自粛してということのようでございます。 

  それから、ページを開いていただきまして、１ページの一番下でございます。北部教育事務

所管内の教育長連絡会の部分でありますが、３つほど書いてあります。１つ目は、中学校の総

合体育大会の在り方の検討を始めていこうということでございます。これは、将来においては

遠田郡で２校という中学校の大会になってしまいますし、宮城県の部分についてもそれぞれ地

区単位の学校数がいろいろと変動しております。したがって、教育長連絡会の中でもこの行い

方・区域分け、そういったものを再度協議してまいろうというふうな申し合わせをしたところ

でございました。今後、協議に入るということでございます。 

  ２つ目ですが、大崎けやき教室の今後の在り方検討については、ご存知のように大崎の中央

公民館の脇、あそこは会館の脇に中央公民館がありますが、その中に大崎けやき教室を開設し

ているわけなんですけれども、そのほかに各市町村では美里町もそうなんですけれども、こう

いったけやき教室の分室として本町の場合だとはなみずき教室を行っておりますが、そういっ

た取組をどこの市町村でも行っているわけです。そういうことからすると、大崎１本で今動か

しているけやき教室の在り方も、やめるとかそういうことではなくて再構築していこうという

ことで、これも検討を始めるということになりました。 

  それから、大きい（３）番目の冬期休業中における学校閉庁でございますが、これは学校の

子供たちは昨日で一応終わったわけです。しかし、先生方は28日まで勤務という状況になりま

すが、いろいろと新型コロナの関係もあって28日は休める人は休んでいただきたい。そういっ

たことで、できるだけ長期的な休暇を取れるような形を取ってほしいという、北部教育事務所

管内の教育長連絡会で申し合わせをさせていただきました。ただ、一方的に休もうということ

ではなくて、本人が休む場合は年次有給休暇の取得をして休んでもらうということになります

から、「休んでください、その分の補償はしますから」という部分も取組にはないんですね。

でも、そういった取組をできるだけやってほしいというふうな話し合いでございました。 

  本町においては、28日月曜日ですが聞いたところでは校長・教頭先生以外、それ以外の先生
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方はお休みになるようでございます。ただし、中学校の先生方は進路指導の関係とかあるので、

どうしても来る先生もいらっしゃるようでございますが、これは必ず休んでくださいというこ

とではなくて、そういう部分を考えてくださいというお願いでございますので、強制的なもの

ではないということでございます。 

  さて、それからページをめくっていただきまして、「所長－２３」というふうに下のほうに

書いていますページ数のところですね。「所長－２３」という部分については、高等学校の入

学選抜に関わる関係がここに記されています。中間から下の部分で、一次募集に出願した方た

ちの本試験の日とかですね。そういった部分が書いてありますけれども、１２月１８日の県の

教育委員会定例会で正式決定したということで、このとおりであるということの確認をしてき

たところでございます。 

  それから、またページを二、三ページめくっていただきまして、「学事班長－２」というと

ころがあります。「学事班長－２」の一番上でございますが、３の調整会議というふうに書か

れております。これは、人事異動の調整会議ということで、遠田郡美里町は１月２６日の９時

から行うということにしてございます。２回目も日程が決められておりますので、２月１８日

が第２回目の調整会議と予定されております。そこで、情報交換会が２月１２日にあるわけで

ございますが、この２月１２日から２月１８日までの間には教育委員会臨時会をしなければな

らないというふうに考えております。これは、教職員の管理職の内申を確認しなければならな

いという、教育委員会の権限に基づくものでございますので、どうしても臨時会が必要という

ことになっております。日程等については、委員の皆様方と相談しながら決めさせていただき

たいと思います。 

  それから、大事なところがいっぱいあるんですが、またページをめくっていただいて「指導

班長－１」というところを１枚めくっていただいて、この下のほうに（３）番目の新学習指導

要領の実施についてというところがあります。①には、「新しい評価について」というふうに

ありますが、学習指導要領の改定によりまして今まで評価の観点が４項目だったものが、今度

は３項目に観点が絞られてきております。それぞれの学校で、ばらばらな評価の在り方では好

ましくないというふうな意見も当然あるわけでございまして、適正な評価につながるように今

後先生方とも協議を重ねていく必要があるという認識を示したということで、これは教育事務

所の指導班長から出されたものでありますが、常に校長会議の中でもそういった議論がなされ

ておりますので、ちゃんとした評価をさせていただきたいなというふうに思ってございます。 

  以下、資料の部分についてはお目通しいただいたものということで、ご報告の部分について
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は以上でございます。 

  何か、皆さんからご質問ございますでしょうか。特になければ、報告済みということにさせ

ていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

                                            

 

日程 第３ 報告第３１号 令和２年度美里町議会１２月会議について 

○教育長（大友義孝） それでは次に、日程第３に移ります。日程第３報告第３８号 令和２年

度美里町議会１２月会議について行います。 

  では事務局、教育次長お願いします。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） お疲れさまでございます。 

  私のほうから、１２月会議のご報告をさせていただきたいと思います。恐縮ですが、座って

説明をさせていただきます。事前にお配りしている資料に基づきまして、ご説明をさせていた

だきたいと思います。 

  まず、会議の議事日程をお付けしておりまして、開催されたのが１２月８日・９日・１０日

と３日間開催されたというところでございます。それで４枚目ですね、令和２年度美里町議会

１２月会議一般質問の順序と書いてある資料、一般質問は５人の議員の方からそれぞれここに

あるような一般質問をいただいているというところでございまして、その裏面からずっとそれ

ぞれの議員の質問をどういうものがあったかということで、教育委員会部局以外の部分も含め

て添付させていただいているというところでございます。 

  その先、ちょっとページを振っていなくて恐縮なのですが、令和２年度美里町議会１２月会

議一般質問の順序（発言順）というものがございます。これは、そういう発言順序で一般質問

をいただきまして、その次のページですね。下に２２ページと振ってありますけれども、手島

牧世議員から、これは教育委員会に関わる部分で教育長が答弁した部分ということで、全体で

はなくて教育委員会に関する部分ということで、今回資料をお出ししているというところでご

ざいまして、手島議員からは運動部活動の関係、そういうものにつきまして国のスポーツ庁の

ガイドラインが示されていると。そういうところからのご質問をいただいていて、これは部活

動の地域移行につきましていろいろとご質問をいただいたというところと。 

  あと２４ページでございます。これも関連なのですが障害者の運動部活動、これはどのよう

な状態になっているんだ、町の考えはどうだというようなところで質問をいただいておりまし
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て、現在部活動については十分行える状態ではないというようなところでお話しをしていると

ころでございます。 

  続きまして５５ページ、福田淑子議員から質問をいただいておりまして、令和６年度の推計

生徒数、これは新中学校の関係ですね。「５７１人とあるが、令和７年度の推計生徒数は何人

と見込んでいるのでしょうか」というところと、「廃校後の年間維持管理費は、スクールバス

を含んでどれくらい見込まれるんだ。開校前との比較はどうですか」というようなところで質

問をいただいておりまして、ここに書いているように令和７年度の推計につきましては５７５

人。あとは、開校後の年間維持費につきましては１億６，６００万円程度と、現在の維持管理

費に比べ９，４００万円程度増加するという想定だということで答弁をしているところでござ

います。 

  続きまして、ちょっとページ数が逆になっていますが５４ということで、これは新型コロナ

ウイルス感染症対策ということで福田淑子議員からいただいております。これにつきましては、

「密なクラスがあるというようなところで、それについてはクラスター等の発生も懸念される

ので、解消すべきだが」ということでご質問をいただいております。それに対しましては、現

在文部科学省で出している衛生管理マニュアル、これに基づいての対応だというところでお話

しをしておりまして、あとは校長会議で情報共有をしながら必要に応じて教育委員会の場で報

告、あとは協議というようなところを行うことにしておりますというような回答をさせていた

だいているところでございます。 

  続きまして、番号が６１ということで下に振っておりますけれども、柳田政喜議員の関連と

いうことで、まず「抗菌・殺菌フィルムというものを使っているか」ということで、今市販で

シート状になっているものであったり、あとはいろいろな形のそういうフィルムとかテープ、

こういうものが出ておりますけれどもどうだということで、それについては「現在使用してお

りません」ということでお答えしておりまして。 

  あとは「自動センサー水洗蛇口、これの検討はしているのか」ということで、これにつきま

しては「検討を行っている」と、これは事務局のほうで行っているということでございまして、

専門業者に相談したところ既に確保が難しいということから、補助金の活用なども含めて総合

的に判断して、今年度の設置は見送ると。今後いろいろな部分、「設置費、維持管理費、補助

金等含めて検討してまいります」というふうな回答をしているところでございます。 

  続きまして、「コロナ禍で子供たち・教職員へのメンタルケアは十分に行われているか」と

いう質問につきましては、６２ページでございますけれども、それぞれ体制を整えて相談をお



 11 

受けしているというようなところで、「今後も状況を十分に注視して、対応を行うよう努めて

まいる」ということでお答えをしているところでございます。 

  続きまして、令和２年度美里町１２月会議議案ということで、資料をおつけしております。

令和２年１１月３０日提出ということですね。 

  次、１枚めくっていただきますと目次がありまして、このようなものにつきまして今回議会

のほうで審議いただいたというようなところでございます。それで、今回審議した部分の資料

をつけさせていただいておるというようなところでございます。ただ、予算関係の部分につき

ましては、前回の教育委員会の定例会で説明をさせていただいて、同じ資料になりますので今

回はおつけしておりません。予算につきましては、原案どおり可決いただいたと。これは一般

会計の補正予算でございますけれども、原案どおり可決いただいたというようなところでござ

います。 

  それで、この資料の１９ページでございます。下のほうにページ数を振っておりますけれど

も、１９ページ教育委員会からの部分ということで、美里町学校給食費に関する条例の一部を

改正する条例ということで、先般教育委員会でもお話しいただきましたけれども、子供たちの

給食の栄養量をしっかりと充足するために値上げをせざるを得ないということで決めまして、

それに伴って年間の給食費の上限額を改定するということで、今回条例を提案させていただき

ました。 

  これの中で、いろいろとご質問をいただいているところがございます。どのようなことかと

言いますと、以前議会のほうで給食費の助成の関係で視察をした上で、教育委員会に対して提

言をいただいているというようなところがございます。それで、「そういう提言をしたんだけ

れども、その関係については今回の改定に当たって議論はなかったのか」というようなご質問

をいただきまして、「それについては、議論が今回についてはありませんでした」ということ

で回答させていただいたところ、「いや、そういうものも踏まえて検討すべきことではないか」

というようなお話しをいただきまして、答弁としてお話しさせていただいたのは、まずは栄養

士会で栄養量を満たすために必要な量ですね、それぞれの品目につきましてその量を決めてい

ただいて、必要な給食費というものを今回お出しいただいたんだと、栄養量を満たすためにで

すね。そして、まずはそれを決めるということを今回はさせていただいたというようなことで、

その給食費に対する援助・補助というものはまたそれを基に考えるべきではないかというよう

なところで、お話しをしているというところでございます。 

  あと、その中で町長のほうからも、「コロナ禍でこういう中で値上げせざるを得ないという
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ところもあるんですが、やはり補助・援助については考えていくべきではないか」「検討すべ

きである」というようなお話もありましたので、今後の教育委員会でもこの件についてはご協

議いただきながら、あとは町長と調整をしながら考えていくということになると思いますので、

その辺もお含みいただければというふうに思っているところでございます。 

  あと大きいところでいいますと、ページ数で振ってありますもので１４３ページということ

で、議案第６８号ということで第２次美里町総合計画・美里町総合戦略の策定についてという

ことで、これは町長部局のほうからでございますが、総合計画・総合戦略の基本構想の部分に

つきまして、この次のページからですね。１４４ページから基本構想ということで添付をさせ

ていただいておりますけれども、１４４から１４８ページまでですね。この基本構想の部分に

ついて議決をいただいたということでございまして、これに基づく計画ということで令和３年

度から取り組まれるというようなところになるというところでございます。 

  この策定に当たりましては、委員の皆様のご意見もいただきながらということで、内容の確

認をしていただきながらということで策定させていただいたというようなところであると思い

ます。教育委員会としては、今後教育振興基本計画について進めていかなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

  簡単ではございますが、以上で報告とさせていただきたいと思います。 

○教育長（大友義孝） 今、報告をいただきました。 

  どうぞ、委員の皆さんからご質問等ございましたら、受けたいと思いますが。後藤委員、ど

うぞ。 

○委員（後藤眞琴） ２つあります。 

  １つは、福田議員の質問の「開校後の年間維持管理費について」ですけれども、これ一応１

億６,６００万円程度となっていますけれども、この内訳はどういうふうになっているのか。そ

れから維持管理という定義、維持管理っていうのはどういうことをいうのか、併せて１つ。 

  もう１つはそれ済んでから、給食費についての補助の件です。それについて、後で質問した

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○教育長（大友義孝） まず、先に１つ目、いいですか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） よろしいですか。 

  この内訳でございますけれども、これは学校を維持管理していく際、運営も含めてでござい

ますけれども人件費、あとはもろもろ燃料費とか光熱費、あと消耗品費、あとはそれぞれの維

持管理業務の費用もろもろですね。あとは、給食にかかる費用ですね。負担いただいている以
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外の費用になりますけれども、その際ですね。そういうものも全てひっくるめて、今回出して

おります。なので、全て漏れなく拾い込みをすると１億６，６００万円というようなところで、

管理運営していく際の全ての費用ということで今回お出ししております。 

  それで資料につきましては、過去３か年間の部分を全部項目立てしまして、それの平均を取

ってそれで算出をしているというところでございまして、それの資料につきましてはしっかり

と調整しておりますので、必要であれば提供はできますので、一応そういう形で今回お出しし

たということでございます。 

  あと、維持管理費の定義ということでございますけれども、ちょっと私も詳しく調べており

ませんが、いろいろ考え方があるのではないか。先ほど言ったように、人件費は例えば別に算

出する場合もありますし、例えば分野ごとに施設管理費とか、そういうふうに分けて事業立て

している場合もございまして、ちょっと定義は明確に私もここでお答えすることもなかなかで

きないところはあるんですが、ちょっとここはしっかり整理させていただきたいなというふう

に思っております。 

○教育長（大友義孝） ちょっと休憩します。 

 

休憩 午後１時５８分 

                                            

再開 午後２時０３分 

 

○教育長（大友義孝） では、再開をいたします。 

  もう１つありましたね、総額の中身でしたでしょうか。この件については、まだ回答してい

ないですね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 取りあえず、維持管理費の

定義ということで今回算出したものは、従来の経費をベースに想定をしたというところです。 

  それで、当然３校を１校にするので、例えば人件費で業務員さんが３人いるのが１人になる

とか、１校にすることによって人件費がある程度下回るという部分で考えておりまして、あと

その他の費用につきまして光熱水費についてもやはり省エネに配慮したものとか新しいものを

入れますので、そういう部分についてもある程度下がるであろうというような想定をさせてい

ただいておりまして、あと今回３０人未満学級を想定しておるんですけれども、今回まずその

導入の仕方というか、導入するという話なのですが、その教師の人件費をどういう形で見込む
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かと。例えば正職員なのか、例えば非常勤という形で会計年度的な職員での対応が可能なのか。

こういう部分は財政との調整にもなりますし、今回そこまでちょっとなかなか間に合わなかっ

たもので、３０人未満学級に関する費用、これは必要になるということなのですが、その部分

については今回計上していないということになりますが、今後検討してその部分もしっかり入

れ込んでいく必要があるのかなというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○教育長（大友義孝） 委員さん、いいですか。 

○委員（後藤眞琴） その３０人未満学級については、これからきちんとどういう形でやるかを

教育委員会で協議して、どのくらいの経費かかるのかも含めてちゃんと考えていかなきゃなら

ない問題でないかと思います。 

○教育長（大友義孝） 後藤委員から今言われたのは、全くそのとおりでございまして、文部科

学省も３５人学級という部分が、５年間かけてこれから実行されるということは、県に配分さ

れる地方交付税の額なんかも基準財政が変わってくると思うんです。ですから、そういったこ

とがどのようになっているのか、表現したわけでございますので、中身はこちらとしてまだ何

もないので、それらを入手しながら方法を探っていかなければならないというふうになります。 

  ですから、今次長が言いましたように正規の職員なのか、会計年度任用職員なのか、それと

も教科は何なのか、そうした部分も全部含めて国から示された補助金の額とかを全部網羅しな

がら検討しなきゃないということでございますので、資料が集まるのを待たないで協議しなき

ゃない部分もありますから、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  もう１点いただいていたんですね。 

○委員（後藤眞琴） もう１点は、給食費についての補助なんですけれども、これ今回のこの給

食費の値上げに関しては、教育次長から説明あったとおりだと思うんですけれども、この給食

費についての補助については前に僕が委員長を引き受けていたときに、そういう群馬県の太田

市だとかもう１つ視察に行って、こういうことで町が全額補助しているところあるけれども、

美里町はどうなんだというような質問を受けたときに教育委員会では、僕のこれあくまでも記

憶です、みんなで協議しまして美里町では一律全生徒に補助しなくてもいいんでないかと。そ

れよりも、国が決めた基準よりも少し所得がこれまで、それよりもちょっと上にするような形

で補助、そういう形を考えてもいいんでないかというふうな話し合いがあったかと思うんです。

そこで、「そういうことをする必要があるのではないか」という話になって、そこで終わった

ままになっていて、その話は教育委員会でその後してないと思うんですよね。 
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  そうすると、先ほどの教育次長さんの説明では、これからそれを教育委員会で検討していか

なければならないんだということでよろしいわけですか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 全くそのとおりでございま

して、ちょっと私のほうでもその点を把握していなくて、議会で答弁してしまったのですが、

やはりちゃんと経緯とかそういうものをちゃんと確認した上で、教育委員会の中でもしっかり

それについて、大分期間が開いているというところもあると思いますので、再度仕切り直しと

いうかしっかりと検討して、あとは当然教育委員会だけでできることではないので、前の回答

でもそのように書かれているのですが、町長部局としっかりと調整しながら対応してまいると

いうことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） よろしいでしょうか。 

  今の話については、教育委員会で「こうしてほしいんだ」というものは財政が伴う部分です

ので、そういったことのために総合教育会議があるんだろうというふうに思っておりますから、

そっちのほうになるかどうかは今後詰めてまいりたいと思います。委員の皆さん、よろしいで

しょうか。 

  そのほかございませんでしょうか、議会に関係するものということで。もしなければ、次に

移らせていただきたいと思います。 

 

                                            

 

日程 第４ 報告第３９号 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第４にまいります。 

  日程第４、報告第３９号 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について報告をさせてい

ただきます。教育次長、お願いします。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） それでは、私のほうから説

明をさせていただきたいと思います。 

  まずお手元の資料でございます。令和２年１２月２２日付けの、小中学校長宛に教育総務課

長名で通知を出しているものでございます。 

  これは、児童生徒の出席及び教職員の出勤の取扱いについてということで、これにつきまし

てはこれまでも対応してきているところなんですが、いろいろなケースが出てきているという

こともございまして、それを整理したものをご提供したというようなところでございます。 
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  めくっていただくと、１つは本人のケース、児童・生徒・教職員。あと、その下が家族のケ

ース、これは同居の家族ですね。同居の家族の場合のケースということで、こういう場合はこ

ういう形でというふうなことをお示ししてご通知しているというようなところでございます。 

  それと、もう一つがその同日でございます。３枚目でございますけれども、新型コロナウイ

ルス感染症対策としての、これは臨時休業ですね。どういう場合は臨時休業になるかというと

ころで、それについてご通知したものでございます。 

  現在の基準というか、前にお示ししている基準ですと、感染者が出てから臨時休業にすると

いうようなところで、それぞれの学校に通知をしている。これは、保護者にも通知していると

いうところでございますが、今般北浦小学校で新型コロナウイルス感染症患者が出たというこ

となんでございますが、今回は対策本部のほうでまずは父親がＰＣＲ検査の結果陽性だったと

いった時点で、その子供である児童が濃厚接触者になったということで、その時点で今回は臨

時休業の措置を取らせていただいたということなので、濃厚接触者の時点で今回措置を取らせ

ていただいたと。これは家族なんで、それである程度症状もあるということもありまして、早

めに対応したほうがいいということでございまして、早めの措置を取らせていただいたという

経過から、やはりこういうケースもあるということで、今回そういう濃厚接触者の時点でも状

況に応じて臨時休業にするということを各学校に通知して、あと保護者にもその旨通知してく

ださいということで、恐らくもう既にそれが通知されたというところだと思います。 

  それで、一番最後にこの臨時休業フロー図ということで書いてございますが、これは①が感

染した場合、これは即刻臨時休業になる。 

  ②番目といたしましては、濃厚接触者に認定された場合につきましては、先ほど言ったよう

に学校設置者・町ということで、対策本部でお話しするような形になるのですが、状況・経緯

を確認した上で判断する。必要があれば、臨時休業の措置を取るというところでございます。 

  あと③つ目が、発熱等によりＰＣＲ検査を受ける場合。濃厚接触者とかではなくて、発熱等

により受ける場合につきましては、これはまだ分からないのでＰＣＲ検査をしていただいた上

で、陽性になればその時点で臨時休業ということで考えておるところでございます。それで臨

時休業に入りまして、濃厚接触者もＰＣＲ検査というのをやりますので、関係者の。児童生徒

なりあとは教職員なり、それの結果でもし陽性者が出た場合、またこれも臨時休業の継続を保

健所の指示に基づいて対応していくというようなところで対応ということで、この２つについ

て学校に通知をさせていただいているというところでございまして、ご報告というふうなとこ

ろでございます。 
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  あともう１つが、先ほどもお話ししましたけれども、北浦小学校において臨時休業の措置を

取らせていただいて対応してきたというところでございます。教育委員会の事務局のほうから、

皆様にはある程度逐次というか、時点時点でご報告をしておりますので、細かい部分は割愛さ

せていただきたいなというふうに思いますが、１５日から１８日まで臨時休業させていただい

て、その間学校の消毒、あとは関係者のＰＣＲ検査ということで、今回の場合は全員陰性とい

うことで、一安心というところだったのですが、濃厚接触者につきましては昨日まで、２３日

まで経過観察ということでお休みということで措置させていただいているというようなところ

でございます。 

  それで、臨時休業中の教職員の勤務につきましてでございますが、今回は在宅勤務というよ

うな取扱いをさせていただきまして、その分の手当につきましては在宅勤務ですので、通常勤

務と同じような形で賃金につきましてはお支払いをさせていただくというような措置を、これ

は総務課と調整の上でそのような措置を取らせていただくということで、進めさせていただく

というようなところでございますので、ご報告というところでございます。 

  以上でございます。 

○教育長（大友義孝） 臨時休業の文書の中に、保護者さんに出した文書、この分も皆さんにつ

いていますので。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） すみません、これちょっと

漏れているので、これお持ちしますので。 

○教育長（大友義孝） それを委員の皆さんに差し上げてください。 

  それでは、報告第３９号につきましては、以上で終了させていただきます。資料のほうは、

お配りいただきたいと思います。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 追加でいたします。失礼い

たしました。 

○教育長（大友義孝） それでは、これから日程第５、日程第６というふうに進むわけでござい

ますが、この日程第５の報告４０号と報告第４１号、それから報告第４２号については秘密会

に値する案件だというふうに思っております。 

  お諮りいたします。この３件につきまして秘密会という形を取らせていただいてよろしいで

しょうか。 

○各委員  「はい」の声あり 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。では、これより秘密会というふうにさせていた
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だきます。事務局のほうでは、手続のほうをお願いいたします。 

 

                                            

 

                                            

 

  では、これまで秘密会ということで、これよりオープンな会議といいますか、そちらのほう

に切替えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  報告事項、進めますか。 

 

                                            

 

日程 第８ 報告第４３号 基礎学力向上等について 

  それでは、日程第８、報告第４３号 基礎学力向上等について報告をさせていただきます。

では専門員、お願いいたします。 

○学校教育専門指導員（阿部 毅） それでは、私のほうから報告第４３号ということで、大き

く３点につきましてご報告をいたします。 

  １つ目は、２学期制導入関連についてです。 

  前回お示しして、ご意見を頂戴しました点を反映させて、保護者向けお知らせのタイミング

を１２月１５日に、管内小中学校一斉に配布していただきました。今後、各校で主要な行事等

の考え方を含め、保護者の皆様へ説明をすることになると思います。なお、年度内中に美里町

の広報への掲載ができるように、準備を進めております。 

  ２つ目に、令和２年度の学習・生活習慣調査の１１月分の報告です。 

  学習面につきましては、２学期小学校はかなり習慣化が図られているというふうに考えてお

りますし、中学校も向上傾向にあります。また、宿題関係についてちょっと浮き沈み感が感じ

られましたが、２学期行事等が行われているという中での忙しさなども関係しているように思

われます。また、どうしても個々の状態、家庭の状況等でなかなか習慣化できないという子供

さんもいるという学校もあります。 

  睡眠時間関係につきましては、小学校は全て目標を達成しております。また中学校のほうは、

ちょうど試験時期という部分もありまして、全体的に短くなっている傾向でした。 



 19 

  朝食につきましては、小学校も中学校も非常によい状態になっております。 

  あと、ノーテレビ・ノーゲームデイ、ノースマホ・ノーゲームデイにつきましては、かなり

学校のほうで重要視して声がけをしている成果が現れております。中学校のほうも、徐々に向

上傾向がみられます。 

  ただ、今回インターネットの所持率調査を行ったんですけれども、小学校ではやはりそうい

ったインターネット環境を持っている子供の低年齢化、４年生あたりから急増しております。

中学校ではほぼ９割以上が、そういった環境の中で生活しているということでございます。そ

して使用時間ですけれども、小中学校ともに２時間程度というのが多いんですが、それを超え

て例えば小学校の場合３時間から４時間以上という子供たちが１割から２割、中学校では３時

間以上４時間以上という子供たちが２割から３割ということで、平日の調査なので平日４時間

もにらめっこしていればかなりダメージになるんじゃないかと思われます。この点につきまし

ては、本当に継続して実態調査と、それから使用の仕方というものを提案していかなくてはな

らないと考えております。 

  ３つ目に、学力向上対策関連として、今年度の「コロナ禍における学習に関する実施の取扱

い」という部分について通知させていただきました。公立学校の学習に関する実施の取組につ

きましては、６月の学校再開以降宮城県教育委員会及び文部科学省から、「年間指導計画の弾

力的な取扱い」や「学習活動の重点化」等について通知が適宜出されてきました。 

  美里町教育委員会では、このことを考慮しながらも、教科書の内容については学び残しのな

いよう努めてほしい旨を、各小中学校に話してまいりました。各小中学校では、新型コロナウ

イルスの感染状況を注視しながら学習活動の時期を検討するなどして、安全性を最優先にして

学習活動を展開しています。 

  しかしながら、特に感染リスクの高い活動について、お手元の令和２年１２月３日付の「学

校の新しい生活様式（バージョン５）」にも示されたような合唱とか調理実習などのような技

能系の学習活動についての一部は、現在完全には実施できない部分もあるという状況です。そ

の通知の中にもあるように、特にリスクの高い活動の実施につきましては慎重に検討するとい

うことを重視していますので、３学期も学習形態や習熟のための工夫を各学校で行っていける

ように指示しながら、もし万が一通常どおり実施できない場面があるということも考慮してい

きたいなというふうに考えております。 

  以上、私のほうから報告でした。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 
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  ただいま、基礎学力の向上等について、それぞれに当たっての報告をいただきました。どう

でしょう、委員の皆さんのほうからお気づきの点、お話を頂戴したいと思いますが。後藤委員、

どうぞ。 

○委員（後藤眞琴） １つこの小学校の平均ね、こういうふうに出していただいてありがたいと

思っています。今まで個別でしたね、個別をこの小学校全体で見せてもらって、それから中学

校見たらどうだというの、これが一目瞭然でしたので、どうもありがとうございます。 

  それからもう１つなんですけれども、この個別のところで例えばページ数「１２月－２」と

なっているところなんですけれども、上のほうでは学校以外での学習内容別実施率（パーセン

ト）という、どこか分かるかな。宿題とか自主学習が載っているところです。ここの北浦小学

校なんですけれども、考察は「特になし」。前も「特になし」だったんですけれども、これ見

た場合僕は北浦小学校の場合、３年生が自主学習４５．０％。それで、ほかのところは１００％、

９３．０％、９６．０％、９６．０％となっていますよね。どうして、これ３年生だけが低い

のか知りたいと思うんですけれども、「特になし」となっているので、これで「特になし」で

済むのかなというふうに思ったりして。 

  それで、青生小学校・中埣小学校の考察を見ると、かなり参考になる考察でないかと僕は感

じましたので、もうちょっと丁寧に北浦小学校も考察をしていただければありがたいなと思い

ました。 

○学校教育専門指導員（阿部 毅） そのように伝えたいと思います。 

○教育長（大友義孝） よろしくお願いします。 

  その他の部分は上昇傾向にあるということですので、よろしくお願いします。 

  どうですか、委員の皆さん。よろしいですか。 

  では、どんどん上昇していくように各学校では頑張っておられるということでございます。

中学校のほうについては、もう少し着色がふえればいいなというふうに思うところもあります

けれども、よろしくご指導のほどお願いしたいと思います。 

  それでは、報告第４３号については以上で終了させていただきます。 

 

                                            

 

日程 第９ 報告第４４号 後藤家文書整理解読事業について 

○教育長（大友義孝） では、日程第９に移ります。日程第９、報告第４４号 後藤家文書整理
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解読事業について、報告をさせていただきます。 

  では岩渕文化財係長、お願いいたします。 

○文化財係長（岩渕竜也） 文化財係の岩渕です。よろしくお願いします。 

  後藤家文書整理解読事業についてご報告させていただきます。 

  町の有形文化財の「後藤の朱槍」いうものがございますけれども、その指定手続を進めるさ

なかに不動堂を半世紀治めた後藤家の古文書が、仙台市博物館に寄託されていることが明らか

になりました。それを受けて、当初すぐさま美里の古文書解読団体のほうで、団体のテキスト

として使用しながら古文書を読み進めることができないかという話が浮かびまして、寄託先で

ある仙台市博物館さんへ打診をしたところ、寄託、要は「預かっていて、所有者から頂戴した

ものではない。あくまでも所有者の意向に沿う形でないと、お貸しすることはできないんだ」

というところで、「任意団体さんへの借用・貸し出しは行えません」というような回答がござ

いました。 

  その後しばらくの間、郷土資料館の会館等々もあり、古文書の解読については手をつけられ

なかった状況がありましたけれども、昨年度より教育委員会内部で「後藤家文書整理解読事業」

として実施要綱をまとめまして、議案・町長の決裁を経て後藤家、それから仙台市博物館、東

北大学の協力の下古文書を借用し、これまでに写真撮影と目録作成を行ってまいりました。 

  写真撮影と目録作成については、今年度８月に両方とも修正分も含めて完了し、その間東北

大学からいろいろとご協力をいただきながら古文書の撮影講座を実施したり、それから今後実

際の古文書の解読作業の進め方について検討を重ねてまいりました。 

  当初は、古文書解読の実績が高い岩出山古文書を読む会も含めた形での解読作業というのを

検討した部分がありましたけれども、最終的には南郷古文書を読む会、地元の学会さんに一括

してお願いをしながら解読作業を進めていきたいということにまとまりまして、改めて年明け

１月中をめどに今回の資料でつけさせていただきました依頼書をもって正式に依頼し、解読作

業を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

  現在まで目録作成の結果２４４件、段ボール箱でミカン箱よりもちょっと厚みのあるくらい

の大きさで４箱程度の古文書があることが分かっております。量が量なものですから、いかに

私が勉強しながら読んだとしても非常に時間がかかってしまう。やはり、地元の歴史の解明と

なる古文書ですので、よその地域の方に真っ先に読んでいただくよりかは地元の方々にご協力

いただいて、我が町の歴史については我が町の方々とともに明らかにしていくというところを

重要視したく、地元の南郷古文書を読む会にお願いしたいという中身になっております。よろ
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しくお願い申し上げます。 

○教育長（大友義孝） これは、報告ということでいいんですよね。 

○文化財係長（岩渕竜也） ご承知おきいただければということで。 

○教育長（大友義孝） 今係長のほうから説明があったように、２４４点に及ぶ古文書があった

と。これを解読に回していくんですけれども、１月に依頼書を出して地元の人に解読していた

だければというふうなことを考えています。ということで、よろしいですね。 

  ただこれ、町長が依頼する部分になるんですかね。 

○文化財係長（岩渕竜也） その辺についてはちょっと私も、町の事業として進めていければと

いうことで町長名をこの文書に入れさせていただきましたけれども、教育長名で依頼すべきも

のもありますので、今その精査をしているところです。 

○教育長（大友義孝） 例えば美里町教育委員会から、そういうふうにして依頼するということ

もできるのかなというふうに思っていたんですね。町長名で出すんであれば美教総は使えない

し、だからその辺まだ煮詰めていないということなんだよね。でも、趣旨的な部分については

そのようにお願いしたいということなんです。 

  どうでしょう委員の皆さん、いかがですか。後藤委員。 

○委員（後藤眞琴） 僕も、この南郷古文書を読む会に入っているんですけれども、今ずっと休

ませてもらって、大変皆さん熱心な方ですので、ぜひお願いしたいと。 

  それから、東北大学のこれ荒武先生でしたか。（「そうです」の声あり）僕、荒武先生に古

文書の会、そこでいろいろ教えてもらって、書いた本なんかもいただいて、いろいろお教えい

ただいているんですけれども。東北大学は、どのぐらいこの解読作業に関与するわけですか。 

○文化財係長（岩渕竜也） 大学側の関与については、荒武先生に相談した結果、最終的には野

本先生という方に専任でついていただくことになりました。南郷古文書を読む会の会員の皆様

が読み下した文を、野本先生に全てチェックいただきまして、合っている・合っていないかの

判断を専門家に確認いただくことになっております。また、読み進める順番についても野本先

生の指導の下、全容の把握につながりやすい、ただ番号順に読んでいくのではなくて系図とか

確認とか、そういった全体の把握のしやすいものから読んでいくということで、ご指導をいた

だくことになっております。基本的には、読み進める上での留意事項等は、全て全面的に東北

大学から指導いただく形を取っております。 

○委員（後藤眞琴） それから、教育長からお話のあった依頼する形は、僕は町長でなくて教育

委員会からのほうが適当でないかと。これ、解読したものは郷土資料館のほうに収められるわ
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けですね、これを製本なりして。 

○文化財係長（岩渕竜也） そうですね。解読事業のゴールとしては、その中身を報告書という

冊子にして刊行したいというところがございます。報告書に仮にならなかったとしても、解読

の成果物としては町で基本的にはその権利を持たせていただきたい。資料の活用と、それがそ

うなった場合には町で一元的に対応させていただくという内容で、東北大学の先生方とは調整

をしているところですけれども、いかんせん古文書そのものの所有権がまだ後藤家にもござい

ますので、その内容の公開についてはこれは後藤家の許可を得てからにならないと公開はでき

ないという部分がございます。写真撮影、目録作成、それから解読、この作業を通じて後藤家

に成果を評価いただいて、またその後公開につなげていきたいということがございます。 

○委員（後藤眞琴） それは分かるんですけれども、町で保管するというのは郷土資料館に保管

するわけですね。 

○文化財係長（岩渕竜也） まだ、古文書そのものの処理は後藤家のままで、後藤家の希望とし

ては仙台市博物館での再確認というのが後藤家の意向でございます。ただし、仙台市博物館で

来年度から大規模改修がございまして、寄託の資料を受入れられないということで、写真撮影

をするために今美里町に借用して来ておりますけれども、その借用期間が延長されることにな

っております。その借用後、後藤様に改めてお願いをして、町へ寄贈していただけるかどうか、

そういったところを目指して作業を頑張っていきたいというふうに思っております。 

  今の時点では、まだ古文書の原本をこの資料館で保存・展示できるかというのは、不透明な

部分がございます。 

○委員（後藤眞琴） いや、そうではなくて、解読した報告書をつくる、これは郷土資料館に置

いておくわけですね。 

○文化財係長（岩渕竜也） そうです。もちろん報告書については、郷土資料館もしくは教育委

員会のほうで。 

○委員（後藤眞琴） それで、それを郷土資料館で住民の方に披露して、それで活用していただ

くということですよね。そうすると、郷土資料館を管轄しているのは教育委員会だよね。藤﨑

さんが館長ですよね。ですから、これは町長でなくて教育委員会のほうが適当なんでないかと

思います。 

○教育長（大友義孝） どうです、委員の皆様方。今言ったような形で地域の人たちに解読作業

を依頼して、チェックは東北大学のほうでチェックをしていただく。それを、１月頃にお願い

申し上げたいと。解読作業が終わったその報告書等々については、教育委員会で保管する。そ
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れを、いろいろな住民の皆さんが活用していく。古文書そのものについては、今も後藤家の所

有物であるから、その辺についてはご本人は再度仙台市博物館に再寄託するのかどうかという

のは、施設の改修等もあるためもう一度確認していくということになろうかと思うんですけれ

ども、そういった形で進めてよろしいですよね。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  成澤委員、よろしいですか。何かご意見ございますか。特にはいいですか。 

○文化財係長（岩渕竜也） 教育委員会としてご依頼するということなのですが、依頼者をここ

に書く場合、教育委員会を代表して教育長ということでお出しするのか、教育委員会というこ

とでお出しするのか、その辺どちらにするかというところなんですが、いかがいたしますか。 

○教育長（大友義孝） これは、権限のある人の名前で出すのが、教育委員会の権限であるなら

教育委員会で出す。教育委員会で教育長に認められたものであれば、教育長の名前で出すとい

うことのルールがあると思うんですが。この協力依頼については、今議案として出ているわけ

でもなくて、こういうふうにしたいという話だったわけですよね。でも、委員の皆様方からそ

の方向性がいいんだということであれば、委員会名で出していいのではないかなと私は思いま

す。いかがですか。 

○委員（後藤眞琴） これ、一応今日はこういうことが出ていますというところで、そのことに

ついては後で。 

○教育長（大友義孝） 後でまたということになるのかと思います。 

  １月の教育委員会の定例会にこういった提起をしてよろしいかという、議題として上げれば

一番いいのかなと思うんですね。その日付で、後は阿部先生が会長さんなので、依頼申し上げ

ていいのかなと思うんですけれども、いかがですかね。よろしいですか。お願いします。 

  では、そういった方向で進めていただければと思います。 

  さて、ここでちょっと休憩を入れさせていただきたいと思います。再開は、あの時計で３時

５分にしますか。どうぞよろしくお願いいたします。室内の空気の入替えなども、ひとつお願

いいたします。 

 

休憩 午後２時５７分 

                                            

再開 午後３時０５分 

 

○教育長（大友義孝） それでは、休憩を閉じまして再開させていただきます。 
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審議事項 

日程 第１０ 議案第１６号 学校医の委嘱について 

○教育長（大友義孝） これから審議事項に入りたいと思います。 

  日程第１０、議案第１９号 学校医の委嘱についてであります。 

  では、理由説明お願いいたします。 

○課長補佐兼総務係長兼郷土資料館長（藤﨑浩司） 私のほうからご説明申し上げます。議案第

１９号 学校医の委嘱についてでございます。 

  先日、１１月２６日付けで、学校医として委嘱しておりました伊勢郁夫氏から突然退任の申

出がございまして、その後こちらのほうで後任の先生を探しておりまして、こちらの資料に書

かれておりますとおり古川駅南耳鼻咽喉科院長と、佐々木耳鼻咽喉科クリニックの院長先生、

それぞれ佐竹氏と佐々木氏のほうに学校医として、委嘱期間令和３年の３月３１日まで委嘱す

るということで、今回正式議案として提出させていただいた次第でございます。 

  以上でございます。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  説明は以上でございます。 

  質疑に入ります。質疑ございませんでしょうか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） 質疑なしということでございますので、討論に入ります。討論、人事案

件でございますから、省略させていただきます。 

  それでは、ただいまから採決に入ります。 

  議案第１９号 学校医の委嘱について、本案は原案のとおり承認したいと思いますが、賛成

の委員の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  挙手全員でございますので、議案第１９号については原案のとおり可決しました。ありがと

うございました。 
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日程 第１１ 議案第２０号 美里町学校給食調理施設運営規則の一部を改正する規則 

○教育長（大友義孝） それでは、日程第１１、議案第２０号 美里町学校給食調理施設運営規

則の一部改正について行います。 

  では、提案理由の説明をお願いいたします。 

○教育総務課主事（青山裕也） では、私より議案第２０号 美里町学校給食調理施設運営規則

の一部を改正する規則について説明を申し上げます。 

  本件につきまして、前回の定例会の協議ということで、一度説明しました次第でございます。

こちらの提案理由につきましては、まず２学期制の導入及び美里町産の給食用食材の導入、ま

た現在行っております学校給食の運営に関し、法令等の範囲内で効率的運用を図ることを目的

としまして、それに伴う所要の改正を行うものであります。こちらによることで、より効率的

かつ効果的な運営を行うという目的で、今回の改正に至った次第でございます。何とぞご審議

の上ご可決賜りますよう、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○教育長（大友義孝） 提案理由については以上ですが、内容の説明を新旧対照表に基づいて、

説明をしたほうがいいんじゃないかなと思います。 

○教育総務課主事（青山裕也） 大変失礼いたしました。 

  では、再度内容の説明ということにつきまして、資料４枚目の新旧対照表でこちらの説明を

させていただきたく存じます。 

  大きい変更点としましては、まず第２条のところでございます。こちら、年間の給食提供日

数のところ、これを「２００日」から「２０５日」に変更するものでございます。こちらにつ

きましては２学期制の導入で、こちらを見込んだ上での改正となっております。 

  また第３条、こちらにおきましては従来の「予定献立」「実施献立」というところ、こちら

について「献立表」ということで統一を図ったというものでございます。また、こちらの第３

条のところで学校給食の献立につく承認の部分、こちらを従前「教育長」としておったところ

でございますが、こちらを「美里町学校給食調理施設条例に定める学校給食調理施設の各施設

の長」というところでいっております。基本的には「学校長」、あとは「南郷給食センター長」、

こちらが該当するものでございます。 

  また給食用食材ということで、第４条のところでございます。こちら、従前「給食用のパン
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及び米」、こちらについては「公益財団法人宮城県学校給食会から購入するもの」とするとい

うことで、限定的扱いをしておったところでございます。ただこちらにつきまして、   い

ただきました美里町産の米粉の導入というものを今後の方針とする、こちらもありまして「学

校給食会及び学校給食用食材取引指名願の提出をいただいた業者から美里町学校給食運営審議

会の答申に基づき、教育長が設定」というものとしております。これにより、従前の限定的取

扱いから幅広い業者の選定ができるということで、改正を図るというものでございます。 

  また、そちらの指名になる様式、こちらにつきましても提出の２枚目のところ、こちら今回

の様式でございます。こちらにつきましても、従前のところから大きく変更していないところ

でございますが、こちらの指名願を提出いただいた業者から審議会、こちらの答申に基づいて

選定できるようにしたものでございます。 

  内容については、以上でございます。 

○教育長（大友義孝） 以上で説明は終わります。 

  では、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） 質疑なしということでございます。では、討論に入ります。討論ござい

ませんか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） 討論なしということでございますので、採決に入ります。 

  議案第２０号 美里町学校給食調理施設運営規則の一部を改正する規則について、採決を行

います。本案は原案のとおり承認したいと思いますが、賛成の委員の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  挙手全員でございます。よって議案第２０号 美里町学校給食調理施設運営規則の一部を改

正する規則は原案のとおり承認されました。ありがとうございました。 

 

                                            

 

日程 第１２ 議案第２１号 令和３年度美里町立幼稚園入園児の決定について 

○教育長（大友義孝） では、次に移ります。日程第１２、議案第２１号 令和３年度美里町立

幼稚園入園時の決定について行います。 
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  議案の説明をお願いします。青山主事、お願いします。 

○教育総務課主事（青山裕也） では、議案第２１号 令和３年度美里町立幼稚園入園児の決定

について、説明をさせていただきたく存じます。 

  こちらにつきましては、既に令和２年１１月定例会のほうで議決のほういただいておりまし

た美里町立幼稚園園則、こちらの全部改正に伴い入園の決定についてというところで教育委員

会の委任のもとに改正を行ったものでございます。こちらについては、令和２年１２月 １日

付けより施行となっておりますので、令和３年度に伴う今回の入園決定時から対象となるとい

うことで、今回このような形で提案させていただいているものでございます。 

  該当されます入園児童、こちらにつきまして各園の人数については、こちら議案書に掲載さ

せていただいている人数ということとなっております。また、今回個々の名簿というのを別紙

の形で、一応３枚目以降掲載させていただいているところでございます。こちら入園資格とな

っております幼稚園園則第３条に記載しておりますけれども、基本的には町内に在住されます

満３歳以上の児童さん、こちらを対象としております。こちら、一応今回の改正に伴いまして

町内に基本的には在住している方、ただ定員の余裕があれば町外の受入れもというところでご

ざいますが、今回申請していただいている部分につきましては基本的には町内在住の方を、今

回の決定者ということで扱っているものでございます。 

  こちらに、入園願書の提出あった対象児童のうち、ただいま申し上げましたように入園資格

を満たす者を令和３年度の各園の園児として決定するというもので、今回の提案理由とさせて

いただくところでございます。 

  何卒、ご審議の上ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○教育長（大友義孝） 以上で説明は終わります。 

  では、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） 質疑ないですね。はい、成澤委員、どうぞ。 

○委員（成澤明子） 入園について、「入園願書の提出があった対象児童のうち、入園資格を満

たすものを入園児として決定する」ということなんですけれども、今回の場合に入園資格を満

たさないお子さんはいたんでしょうか。 

○教育総務課主事（青山裕也） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  今回申請いただいた児童様に、資格を満たさない者はいなかったということです。 

○委員（成澤明子） もう一つなんですけれども、定員があると思うんですけれども、その定員
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と今回このように決まった部分との子供との割合というか、そういうのはどうなんでしょうか。 

○教育総務課主事（青山裕也） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  こちらにつきましては、添付の２枚目の資料に各幼稚園の令和３年４月１日付の定員と、あ

と一番右に定員が記載されまして、その１つ左に見込み園児数の合計というものを入れさせて

いただいております。こちらにつきましては今回の新規入園児、決定いただければ園児となる

入園決定者と現在園児ですね。今の３歳児・４歳児がそのまま進級される場合、こちらを見込

んだ上で在園児という枠で入れさせていただいておるというところでございます。そちらの定

員とそのお隣、見込み数ということで入れさせていただいておるというところでございます。 

○教育長（大友義孝） よろしいですか。定員以内であるというようなところでございます。 

  その他、質疑ございませんか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） では、なければ質疑を以上で終結いたします。 

  では、討論に入ります。討論ございませんか。 

○各委員  「なし」の声あり 

○教育長（大友義孝） なしということでよろしいですね。 

  では、採決に入ります。 

  議案第２１号、令和３年度美里町立幼稚園入園児の決定について、本案は原案のとおり承認

したいと思いますけれども、賛成の委員の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  挙手全員でございます。よって、議案第２１号 令和３年度美里町立幼稚園入園児の決定に

ついては原案のとおり可決いただきました。ありがとうございました。 

 

                                            

 

協議事項 

日程 第１３ 令和２年度美里町小・中学校単位ＰＴＡの質問への回答について 

○教育長（大友義孝） それでは、次から協議事項に入ります。 

  まず、１つ目です。日程第１３、令和２年度美里町小・中学校各単位ＰＴＡの質問への回答

についてでございます。では、この件につきまして説明をお願いしたいと思います。 
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  この件については、既に委員の皆さん方に事前にお目通しをいただいて、質問の内容とそれ

から回答案、こちらを見ていただいていたのではないかなと思いますが、この件全般に対して

どうなんですかね。委員の皆さん方から意見を頂戴したいんですけれども。どうぞ、ご意見い

ただければと思います。特に、今年はＰＴＡの懇談会を中止にして、書面でもっての質問とい

うことになってしまいましたので、それも含めていただければと思いますが。留守委員、どう

ぞ。 

○委員（留守広行） 北浦小学校のトイレの洋式化の要望でございますけれども、質問のところ

には「避難所になったとき」とか書いてございますけれども、これは純粋に私思うには洋式化

の要望ではなかったのかなと思って読みました。ですので、回答には「避難所のトイレにつき

ましては、整備は行いません」とか書いてございますけれども、もう少し北浦小学校の様子と

いうかを確認いただいてのほうが、私はいいんじゃないかなと思いました。 

○教育長（大友義孝） 丁寧にということですね。回答者が防災管財課ということなんですけれ

ども、ちょっと内容が分かるのは教育委員会の内容なんですね。洋式化にどれだけなっている

かね。それも併せて、検討してみようということなんだと思うんですけれども、いかがですか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） まず、避難所になったとき

に必要になる学校のトイレにつきましては、避難所になったときに必要になるということなの

で、多分防災管財課という捉えをしてしまったと思うんですが、おっしゃるようにもう少し学

校側の内容を、これ防災管財課ということで割り振りをしているので、うちのほうでこの部分

については書いてございませんので、もう少し細かく内容を把握したいと思います。相手の求

めていることに対して、ずれるとうまくないというところがあると思いますので、確認をさせ

ていただきたいと思います。 

○教育長（大友義孝） よろしくお願いします。 

  そのほか、後藤委員、ないですか。 

○委員（後藤眞琴） 大体よろしいんじゃないかと思うんですけれども、１つだけ。最初の小牛

田小学校の雨漏りがする、その「原因と思われる雨漏り箇所の修繕を行いましたが、解決には

至っておりません」となっているんですけれども、これ僕が単純に言うと、どうして解決に至

らなかったんですかね。そこを、もうちょっと丁寧に書いておいたらどうかと思いました。 

  もう１つ、これ防災管財課のところ、書いていないのがあるんですよね。これは、後でする

ときには書いてもらうという理解でよろしいですか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） それでは、まず１点目でご
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ざいます。おっしゃられるように、もう少し細かく書きたいというふうに思います。いずれ、

平成２７年度につり天井の落下のお話があったときに、天井の工事をしている。そのときに、

原因と思われる雨漏り箇所があって、それも一緒にやりましょうということで、何か所かここ

に書いていないんですけれども、その部分をやったんですが、やはり解決に至っていない。雨

漏りの状況がどうなったのか確認しなければならないんですけれども、全く変わらなかったの

か、ある程度改善されたのかというところもありますので、それは確認したいと思うんです。

その上で、いずれここに書いておりますけれども、それをもって専門家ともう１回見て、その

原因を確認したいなというふうに思います。 

  あと、ほかのこの空欄関係のところは、取りあえず受けたのが総務課秘書室のほうでまず受

けまして、それぞれに担当を振り分けて、それぞれに回答を書いていただくというところでご

ざいますので、教育総務課の部分はまず入れて、そしてあとのほうの防災管財課・建設課いろ

いろありますので、それも入ったものを最終的にはお渡しするというふうな形になります。 

○教育長（大友義孝） そのほか、ございませんでしょうか。 

  教育総務課以外の部分で回答するというものがあるというのも、それがまだ入っていないか

ら、それを合わせて質問していただいたところに返してやるようになると思います。全体のも

のとして返すというかね、その学校だけにその部分だけ報告するということではなかったんじ

ゃないかなと思いますけれども、その辺扱いはまだ決めていないんですか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうですね。今回の場合は、

通常ですと懇談会の中でお話しをする、お渡しするというところなのですが、今回の場合はそ

れがないということで、そこら辺はまだ明確に決まっておりませんので、いずれこの取りまと

めたものをしっかりとそれぞれに届くように対応していくという部分になると思いますので、

それは秘書室のほうで取りまとめをするということになると思います。 

○教育長（大友義孝） じゃあ、今委員の皆さんから出された部分も整理をして、回答をもう一

度再考していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  では、以上でよろしいでしょうか、この件については。 

 

                                            

 

日程 第１４ 美里町心身障害児就学指導審議会への諮問について 

○教育長（大友義孝） では、次に移ります。 
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  日程第１４ 美里町心身障害児就学指導審議会への諮問について、協議をさせていただきま

す。では、伊藤先生、お願いします。 

○特別支援教育専門員（伊藤 淳） 令和２年１０月２１日に諮問を受けまして、就学指導審議

会で答申をさせていただきました。全体的な判断に加えて、４０名ほどのお子さんについて審

議したわけですけれども、新たに１２月に入りまして幼稚園から小学校に入学する時点で１名、

それから小学校３年生から４年生への進級時点で１名、特別支援学級にということで答申があ

りましたので、資料についてはお手元に全て配付している状況です。ご覧いただけたかと思い

ます。このお二人について、前回同様に審議会で諮問をいただいて、そして最終的に教育委員

会の判断をいただくという形で進めてよろしいかどうか、ご協議いただきたいと思います。 

○教育長（大友義孝） 前に諮問して、答申をいただいて、一度議決しているんですけれども、

改めて２人の追加申請があったということでございます。前回同様に諮問してよいかというこ

とでございますので、どうでしょう委員の皆さん、前回同様にさせていただきたいと思うんで

すけれども、いかがですか。よろしいですね。 

  じゃあそのようにさせていただきまして、答申を頂戴したいと思います。それをもって、決

定していきたいということになります。ありがとうございました。 

 

                                            

日程 第１５ 意見交換会の開催に向けての提案について 

○教育長（大友義孝） では続きまして、日程第１５ 意見交換会の開催に向けての提案につい

て協議をさせていただきたいと思います。 

  では、この件については前回の会議の中で、意見交換会の開催に向けて内容的な部分をもう

少し確認したほうがいいだろうということで、教育委員会事務局のほうにお願い申し上げ、内

容の確認をしていただいたということがございます。その結果を基に、協議をさせていただき

たいと思います。 

  まず教育次長、前回の聞き取り内容についてご報告いただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） それでは、私のほうから説

明をさせていただきたいと思います。 

  前回の会議で、内容をもう少し詳しく確認させていただくというようなところで、私のほう

でまちづくり会議の代表、あと副代表とお話しをさせていただきました。確認事項につきまし
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ては、皆様にお配りの資料のとおりというところでございます。まず、この緊急の課題という

か、今回テーマにしたいものというところで確認をしたところ、学校の再編・統廃合というよ

うな部分でございまして、対象者ということで確認をいたしましたところまずまちづくり会議

ですね、あとそのサポーターというところで想定しているというお話しをお聞きしたというと

ころでございます。 

  そういう内容を踏まえまして、対応についていろいろとご協議いただければというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  この部分については、委員の皆さん方は事前にお目通しをいただいたと思いますが。どうで

しょう、ざっくばらんな委員の皆さんからのご意見を頂戴したいと思います。提言に向けた、

教育委員の部分のお考えということでございますので。いろいろお聞きしますと、議会との意

見交換会を行って、大変有意義だったというふうなまちづくり会議の皆さんのお話しだったと

いうふうに、間接的に聞いたところでございました。議会がそれをやってくださったので、教

育委員会とも有意義なこともあるのかなと思うんですけれども。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 今教育長のおっしゃられる

とおりでございまして、意見交換会を議会とやったところ、いろいろ分かったことがある。い

ろいろ説明を受けて、大分これまで理解できなかったこととか分からなかったことが理解でき

て、大変有意義であったというようなところもありまして、やはり教育委員会ともそういう意

見交換をすることによって、いろいろとそういう理解できるところとか深まるところ、分かる

ところ、そういうこともあるのではないかというようなお話でございまして、ぜひというよう

なところでお聞きしているところでございます。 

○教育長（大友義孝） この件については、こちらから回答を１回した部分もありましたよね。

「コロナ禍の中で、なかなか難しいんじゃないか」というような回答でした。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうですね。ご回答申し上

げて、その後に「コロナ禍だけれども、やはりそういうことばっかりも言っていられない。課

題もあるので、早急にやるべきではないか」というような文書をいただきまして、それに基づ

いて今回やらなければならないテーマ、やるべきテーマというんですかね。そういうものが何

であって、あと対象となる方がどれぐらいいらっしゃるのかというのをお聞きした、今回です

ね。それで、それを基に「どうするか」というようなところになるのかなと思います。 

○教育長（大友義孝） お一人ずつ委員の皆さんどう思っているか、お考えを頂戴したいと思う
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んですけれども。１番委員さんから聞いていきますか、それとも逆に行きますか。どうしまし

ょうか。 

  じゃあ、まずこちらから、留守委員からざっくばらんにご意見を頂戴したいと思うんですが。 

○委員（留守広行） 意見交換することに対しては、大切なことだとは思っていますけれども、

やはりウイルスの蔓延するこの時節に、まちづくり会議の皆様方はすぐにでもと思っていらっ

しゃるのか、少し落ち着いたところでもと思っていらっしゃるのか。その辺が、ちょっと私の

中では揺らいでおります。 

  話が戻りますが、させていただくことは大切なことだと思いますけれども、すぐと思ってい

らっしゃるのか、もう少しちょっと様子をうかがって春、時間を置くのもちょっとお考えなの

か。ただ、私の中ではすぐ開催というのは、ちょっと心配な面はあります。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  では、大森委員。 

○委員（大森真智子） ちょっとうまく意見をまとめてお話しできるか分からないんですが、ま

ず前回ですかね、お話しいただいた内容に何か「意見交換会という形で話し合いをしないと、

手遅れになる」というような表現があったと思うんですけれども、その手遅れになるという状

況がどんな状況が手遅れなのかというのが、まず１つ私の中で理解というか見えていないとこ

ろがあるんですね。それによっては、緊急性が高いものなのか、今このコロナ禍においてそれ

でも緊急性が高くて話し合うべきことなのか、それともやっぱりもう少し時間を置いて落ち着

いたところで話してもいいものなのかというのが、まず見えないというのが１点あります。 

  そういうことを考えると、皆さんもそうだと思うんですけれども、仕事されていたりとかあ

とはご家庭にいたりとかして、ある程度決まっていることをこのコロナ禍の中で会議であった

りだとかというのを、うまくコロナと共存しながらやっていきましょうということと、新しく

今から何かを入れるというか、新しく意見交換会を今しましょうという状況の中に、それはコ

ロナと共存しましょうということとはちょっと私は違うんじゃないかなというふうに思ってい

て、今までの生活スタイルを少しでも維持していくために、じゃあコロナと共存するためにう

まくどうしたらいいですかねということと、今この意見交換会というのはこの状況の緊急性と

いうところからすると、私はちょっと低いのかなという感じがしています。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  では成澤委員、どうぞ。 

○委員（成澤明子） 意見交換会に参加する住民とは、まちづくり会議会員とそのサポーターで
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あるということで、もうそこで驚いています。私は、今まで住民というのはあらゆる美里町に

住んでいらっしゃる皆さんだとばっかり思っていましたから、その方たちとの意見交換会とい

うのはどういうことなんだろうというふうにずっと思っていたんです。やっと腑に落ちたとい

うか、限られた鍵括弧の「住民」ということになるんですね。まちづくり会議とそのサポータ

ーの皆さんはよくここに傍聴にもいらしていましたし、それから私たちがずっといろいろな場

所で、それから何回にもわたって行ってきた住民の皆さんとの交換会にも出席されていました。

それから議事録も全部隅々までお読みになっているようですので、改めてお話しすることはな

いと思っています。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  では後藤委員、お願いします。 

○委員（後藤眞琴） 僕は、基本的には留守委員さんと同じように話し合いはしてもいいんでな

いかと思いますけれども、ただ今新型コロナウイルスの感染拡大の第３波、これは第１波・第

２波とは比較にならないほど激しいものだと思っておりますので、これが少し収まるような気

配みたいなものが見えるまで、延ばしてもいいんでないかというふうに考えております。 

○教育長（大友義孝） 各委員の皆さんからご意見を頂戴しました。提言という形で、このまち

づくり会議の方からいただいておりました、まさに分からない部分を教育次長のほうで聞き取

りをしていただいた。その中で、住民とは全体の住民というものではなくて、まちづくり会議

とそのサポーターの皆さんであるということが改めて分かったということ。それから、意見交

換会をする内容については、学校の再編に関わるものだというふうなことが確認できた。 

  しかし、いろいろと今まで協議する課程の中で傍聴人もいらして、そして意見交換会でも大

分意見を述べられてきた。さらに、議事録なども取っていただいて、いろいろと研究もしてい

ただいてきた。その中で提言をいただいてきましたので、やる必要性というものを考えれば、

どんな方でも意見を頂戴していろいろ検討するということは必要なんだとは思うんですが、や

っぱり今現在、教育委員会としては学校は休みになったものの、すごく神経を使って先生方も

いる中で教育委員会そのものが、一番注意していかなきゃない期間であるというふうに私も認

識を持っております。そういった中で、やはり緊急性を要して意見交換会をするという部分に、

そこは何が一番重要な点なのかというところがなかなか見えてこない。 

  であるならば、後藤委員が言われるように、もう少し落ち着いてくるような兆しが見えたと

きにそれを考えていってもいいんじゃないかというふうなことでございますので、そのような

方向づけでいいのかなというふうに私も思っております。 
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  ただ、あえていうならばやり方をみんなで考えれば、知恵を絞っていけばいい案出るんじゃ

ないかということも、この依頼の文書の中にはあったわけでございますけれども、やるための

知恵を絞るということは、もう集まっていっているわけですから意見交換会するのと同じだと

いうふうに私は捉えてしまっている。 

  それからもう１つは、この団体の皆さんは一生懸命勉強なさって、そして教育委員会に対し

ていろいろ意見を頂戴し、そして提言までいただいているのですから、私からもこの提言とか

今までの意見交換の中での発言とか、そういった部分に対して私も疑問を持っているところも

あるんですね。どういった趣旨からなのかなという部分もあろうかと思うので、意見交換会と

いうのは一方通行ではなくて、やはり相互通行だと思うんですね。ですから、そういったこと

も含めると、必要性という部分は感じられるなと。「こういうこと、どうなっているんですか」

ということを相手から言われる。逆に、受けた側も「私もこういうふうなことなんだけれども、

これはどうなんですか」って逆に言うとか、そういったことも必要なんだろうなと、それが意

見交換会なんだろうなというふうに思っているところがあったんですね。 

  そういった部分で委員の皆さんから意見を頂戴したので、今後は少しコロナも落ち着くとこ

ろまで待っていただくというふうな形を取らせていただきたいなと。そういう形でよろしいで

すかね。委員の皆さん、いかがですか。成澤委員は、もう必要ないんじゃないかということを

言われるわけですけれども、そういったところももしかしたらあるのかもしれませんけれども、

コロナ禍の中でわざわざやるものでもないんじゃないか。もう少し様子見ましょう、そういっ

た形にしていきたいということで、いかがですか。 

  ありがとうございます。じゃあ、そのような方向づけでまいりましょう。ありがとうござい

ます。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） すみません。それで、一応

文書でいただいておりますので、文書でお返しということになるのではないかなと思います。

それで、今のお話を踏まえて文書を作成しますので、それを見ていただいて、それでお出しす

るということでよろしいですか。 

○教育長（大友義孝） そうですね。今委員さんたちから言われたこと、今のコロナ禍の中で、

文書を作っていただいて、それを見ながらもう一度報告をしてもらいたい。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 考え方としては、まず意見

交換会は必要なことであるというようなところと、あとは今コロナの第３波ということで大変

な状況もある。こういう中で、すぐ開催することは難しいというところで、コロナの感染状況
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を見て、それが落ち着いてある程度こういう大変な状態でなくなった、その時点での開催をと

いうことでご通知申し上げるということで一応作ってみますので、ちょっと後で一旦見ていた

だいてご意見をいただいた上で。あまり時間ちょっとかけられないと思いますので、早急につ

くって対応したいと思います。 

○教育長（大友義孝） よろしくお願いします。 

  では、次にまいりますか。休憩はいいですか、続けてよろしいですか。 

  では、ちょっとここでひとつ提案でございます。別紙に、議事を追加したいなというふうな

ことで、１枚ものがあるのかなと思います。 

  令和２年１２月教育委員会定例会の追加議事日程という部分を出していただければと思いま

すが、内容は美里町新中学校整備事業（これは仮称でありますけれども）、この件につきまし

て要求水準という部分について今町のほうでＰＦＩ事業の中で進めるための要求水準書を今作

っておりました。その内容について、少し検討しようということを教育委員会の中でお話しさ

せていただきましたので、この件がちょっと議事日程といいますかそちらのほうから落ちてし

まったので、改めて追加提案としていれさせていただきたいなというふうに思いました。 

  この追加議事日程を追加する場合は、委員会の中で委員さん方からの同意があって初めて成

立するものでありますので、ここでお諮りさせていただいてよろしければ追加させていただき

たいと、そういうふうなことを考えておりました。 

  それで、お諮りいたします。日程に１つ、美里町新中学校整備等事業（仮称）について、こ

れを加えさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○各委員  「はい」の声あり 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。では、追加議事日程のとおり進めさせていただ

きます。 

 

                                            

 

追加日程 第１ 美里町新中学校整備等事業（仮称）について 

○教育長（大友義孝） 追加議事日程第１、美里町新中学校整備等事業（仮称）について協議を

させていただきたいと思います。 

  では、まず考え方の整理ということで、教育次長お話ししていただけますか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） じゃあ、私のほうから。 
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  前回、実施方針と要求水準書案ということでお配りをさせていただきまして、協議の中でこ

のことについていろいろと検討していく場が必要ではないか、協議する場が必要ではないかと

いうご意見があって、議事録等々私のほうでも確認したところ、次回の会議で皆さんにこれを

見ていただいて、読んでいただいてご意見をそれぞれ述べていただいてということで、協議を

していただいたらよろしいのではないかというふうになったということでございまして、今回

議事日程から落してしまったんですが、今回お認めいただいて新中学校の整備等につきまして

ご意見をいただいてということで。 

  今回、本来であれば事務局で事前にもう少し丁寧に、皆様のご意見を集めさせていただいて

からやるつもりであったんですが、今般の北浦小学校での新型コロナウイルスの対応等でばた

ばたしてしまいまして、そういう皆様からのご意見を１回集めて準備するということが抜けて

しまいまして、この場でご意見ということで大変申し訳ないところなんですが、今回この要求

水準書案等々を見ていただいて、意見ということで今回お話しいただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） それでは、全体的なものにご意見を頂戴したいと思うんですけれども。

後藤委員さん、おありであればお願いしたいと思いますが。 

○委員（後藤眞琴） 僕、自分では丁寧に読んだつもりでいるんですが、それで１つ疑問に思っ

ているのが３８ページです。 

  第７、提案事業という部分でこの最初の「ＰＦＩ事業は本事業の事業目的と合致し、本施設

の整備運営を一体的に行うこと等により、あと云々」となっておるんですけれども、この「本

施設の整備運営」、この「運営」というのは中学校の運営に関わってくる意味にも取れないこ

とはないので、これは「運営」を「整備維持管理」とかいうふうにしておいたほうがいいんで

ないか。その理由は、総合教育会議で「ＰＦＩ事業をする場合には、学校運営にまでは関わる

ことはありません」というふうに確認しておることだと思います。それで、そこを「維持管理」

とかというふうにしておいたほうがいいと思います。 

  それで、今度「１．地域活性化検討に関する業務（１）業務内容」というところで、この書

き方かなり解釈が難しいんですけれども、「新中学校及び、既存中学校の跡地を活用した地域

活性化施設について検討を行うこと」、この「新中学校及び、」、読点「、」となっているの

ね。そうすると、「新中学校」が次の文章のどこに関わっていくのかというと、「新中学校を

活用した地域活性化施設」というふうにも読めるし、それから「地域活性化施設について」と

読めないこともないのかなと思う。この解釈が曖昧なのと、この「新中学校を活用した地域活
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性化施設」となりますと、先ほど申し上げましたように「新中学校を活用して地域活性化施策

をする」となりますとやっぱり中学校の運営内容、特に教育内容にまで関わってくる余地があ

りますので、これは「新中学校及び、」までを取って、削除です。そして、「既存中学校の跡

地」それから「施設」と入れて、「既存中学校の跡地・施設を活用した地域活性化施設の検討

を行うこと」。 

  それで、次の（２）の要求水準、これ①②となっているんですけれども、これも読み上げま

すと「町が行う既存中学校の跡地の活用・検討に関する検討会や委員会等への参加及び事業化

支援を行う」、これは特に既存中学校の跡地、ここに「施設及び」と入れておいたほうがいい

と思うんですけれども、これは特に問題はないんでないかと。 

  次の②です。②の「町が別紙田園中学校構想の実現に向けて」。この田園の中学校整備構想」

というのは、教育委員会で具体的に内容を詰めていくというところまではいっているんですけ

れども、まだ具体的な内容を詰めていない状況であることと、その実現に向けて、次です「新

中学校及び既存学校跡を活用して行う事業に対して、前項①の討論会や委員会等において支援

を行うこと」とこういうふうに書いてありますと、今教育委員会で検討しております準備委員

会、そこにこのＰＦＩ事業者が入ってくることも可能になるわけです。これ、準備委員会をい

ろいろ今まで検討した段階では、そういうことは一切想定されていないことだと思うんです。 

  ですから、そういうことになりますとやはり中学校の運営の内容にまで関わってくる、準備

委員会でいろいろ検討する。それで、これはもう完全に削除して、①②を取って②は全文削除

というふうにすれば、今まで教育委員会で検討してきたことに矛盾するようなことはないんで

ないかというふうに思います。 

  以上です。 

○教育長（大友義孝） 今日多分、今皆さん資料をお持ちでない方もいらっしゃるのかなと。事

前にこのことをお話しして、資料をお持ちいただければよかったんですけれども、持っていら

っしゃらないだろうなというふうに思っておりますので。 

  それで、この要求水準書の中身なんですけれども、専ら業者さんから提案をいただくための

要件という部分を定めているんですけれども、設計していただくための水準を定めているんで

すね。建築工事の業務の水準とか、それから解体撤去する部分等に関する水準とか、それから

維持管理はどういった要求水準をしたのかというような部分があって、最後に今後藤委員が言

われたように提案の部分があるんですね。業者さんから改めて提案をいただく部分があって、

その中で地域活性化の検討の中に２つ入っているということなんですね。 
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  １つは、今ある既存の学校の施設、それから跡地を活用して何か地域活性化の提案をしてほ

しいということは、その要求水準書の中にあってもいいだろうと。ただ、学校教育の一環であ

る「田んぼの中学校構想」の部分については、まだ教育委員会の中で中身を詳細にわたって詰

めている部分でもないので、当然この要求水準は施設を造るため、そういった部分の水準を求

めたのであって、そこまで書いていないので「それを除いてはどうか」という今お話ですね。

そういうことで、よろしいんですよね。そういったことの趣旨でありますので、私もそうなの

かなというふうに思ったこともあります。この件につきまして、今後藤委員から言われたよう

な形で、もう一度この部分要求水準書のほうを帰られてから見ていただきまして、教育委員会

のほうにご意見の連絡をいただければありがたいなと思うんですけれども、そういった形で集

約をして削除するかどうか、多分今後藤委員から言われたような趣旨でございますので、確認

をした上で教育委員会のほうに連絡をいただきたいなと思うんですが、そういった形でいかが

でしょうかね。 

  後藤委員、先に。 

○委員（後藤眞琴） 実はこの１ページ、第１「総則」の１「本章の位置づけ」というところが、

これを読むに当たって一番大事なところだろうと思うんです。読みますね。細かいところは省

略して、要点は「本要求水準書は、宮城県美里町が本事業を実施する民間事業者」、これはＰ

ＦＩ事業者のことです。「民間事業者、すなわちＰＦＩ事業者に要求する業務の最低限の水準

を示すものである」となっています。ですから、これはＰＦＩ事業者に最低限要求するもので

すよと。ですからそこを、教育委員会としては最低限をもうちょっと上げて、「ここはこうい

うふうにしたらいいんでないか」ということは、町長部局にお願いすることはできるんじゃな

いかと思いますね。（「そうですね」の声あり）これ一番、読むに当たって大事なことだろう

と。 

○教育長（大友義孝） 基本的には教育委員会で決めるのではなくて、進めている町長が決める

となんですね。ただＰＦＩ事業の部分については、学校教育環境整備室長が仕事を考えてやっ

ているということなんです。でも、町長部局でどんどんどんどん進むものではなくて、教育委

員会からの意見も反映してほしいという声もありますね。ですからやっぱり、戻っていただい

てもう一度確認をしていただいて、連絡をいただければと。 

  どうぞ、成澤委員。 

○委員（成澤明子） 本当に具体的にというか、目に見えるような形になってきたものだと思う

んですね、この水準書案というのは。それで、私たちがこのように新しい中学校を実現したい
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んだというのを、町長部局にたくさん言わなければいけないと思うんですけれども、それは委

員さんたちが個々に事務局に電話するとか、メールでやるとかというのでいいんでしょうか。

もう一回手元に水準書案を持っていて、みんなで意見を出し合って「Ａ案とＢ案を合わせて、

もっといいＣ案にする」とかということをしていくのがいいんじゃないかなと思います。 

○教育長（大友義孝） 意見の出し方ということですよね。 

  私が思っていたのは、教育委員会の１つの意見としてまとめは必要ないと思ったんですよ。

といいますのは、委員個々のご意見もおありだろうし、それを総合教育会議の場の中でやはり

伝えていいんじゃないかなというふうに思っていたんですね。１つの教育委員会の方針として、

意見として「こうですよ」というようなまとめは、確かに必要でしょう。今までですと、大ざ

っぱな基本構想から始めて、ずっと積み上げしてきて、それでよしということでなくて、財産

取得の申入れをしたわけですよね、町長部局に。だから、そこまでは教育委員会もきちっとし

てやる必要がある。 

  今度は、もっと細かい分野になってきた。細かい分野で、私も述べさせていただくことを１

ページからずっとやれば、１時間ぐらいしゃべっていくことになるので、だからそれをやはり

一つ一つまとめて、「私はこう思っています」と。さっき後藤委員がおっしゃられたような部

分ももちろんおありだと思うので、それをここで教育委員会で１つのものにまとめるものなの

かなって、逆に思ったりしていたんですね。 

○委員（後藤眞琴） 僕は、これは町がＰＦＩ事業に要求する最低限の水準だとなっていますよ

ね。そうすると、ＰＦＩ事業が主にハードの部分をするわけですよね、ハードの部分。それで、

ハードの部分でない部分もある。それは、教育委員会の管轄の教育の部分です。それは教育委

員会で、成澤委員がおっしゃるようにみんなで協議して「こういうこと」「ここはこんなふう

にお願いします」としたほうがよろしいんでないでしょうかということは、町長に申し上げる

ことはできると。これをしないと、教育委員会はこれをそのまま、町とＰＦＩ事業のことだか

ら、その教育の内容に関するものまでも全て町長にお任せすることになるだろうと。 

  これはどうしてかというと、これはあくまでも案ですよとなっているわけですよね。案の段

階ですから、それで今教育長がおっしゃったように、必要あれば教育委員会でいろいろ話し合

って、「ここはこうしたほうがいい」「こうしたほうがいい」、それで町長部局が「いや、そ

んなこと必要ない」というんだったら、総合教育会議で町長と教育委員会が話し合って調整す

るというふうにしたほうがいいんじゃないかというふうに思います。 

○教育長（大友義孝） どれだけのものが意見としてあるかというと、私は細かい部分であるん
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ですね、いっぱいね。それは、ひいて言うならば教育委員会から意見を申立てするような内容

でないものもあるんですよ。それは教育委員会の部分で議論すべきものではないなって、自分

では思っているんですね。 

  例えば、土留めの擁壁をこういうふうな格好にして、どういうふうな構造でという細かい部

分を要求水準にしたときに、教育委員会としてはそれ関係ないですよね、全部。 

○委員（後藤眞琴） ここにもあるように、緑の部分が校舎に調和するとかどっちに向けるとか、

それは教育的な部分も関わってきますよね、子供たちの生活。そういうところについては、述

べなきゃならないだろうと。 

○教育長（大友義孝） ちょっと、多分私これ整理し切れないなという感じもするんです。私が

思っている部分については、教育委員会の教育的な部分で言える部分ではない部分の意見もあ

るということです。多分、委員の皆さん方もあるんじゃないかと。 

○委員（後藤眞琴） いわゆるハードの部分ね。 

○教育長（大友義孝） それから、維持管理の部分だって「こういうふうに維持管理すればいい

んじゃないのかな」、それを最低水準でもっていれば、もっといい維持管理の仕方ができるん

ではないかな。これは、教育に関係ないですよね。 

○委員（後藤眞琴） その部分は、僕たち「ああ、こういうもんかな」と。 

○教育長（大友義孝） だからその部分は、前段の提案事業でない部分が全てなんですよね。だ

から、あまりここで議論してもという感じがあったんです。 

○委員（後藤眞琴） ただね、これをつくるに当たっては、教育委員会で今まで話し合ってきた

ことを踏まえて、これつくってあるんですよね。例えば３０人未満学級で、教室は７教室必要

だとか。これは、教育委員会で基本的なことですよね。それは、踏まえてやっていますよね。

それ以外のことで、今度成澤委員がおっしゃったように、かなり具体的になってきましたので、

その具体的な一つ一つの部分、これでいいんだろうかということをみんなでお話しする。 

○教育長（大友義孝） 例えば、ちょっと出してもらえますか。例えばはいうことで。 

○委員（成澤明子） 前の定例会のときに、要求水準書案をみて、いろいろびっくりしたことと

かあってお話ししたのを、今ぼんやりと思い出しているんですけれども、やっぱり学びの場を

というものがすっきり表れるようなものじゃないといけないかなと。 

○教育長（大友義孝） 形にするときに、どういうふうな部分に意見を出すかということなんで

す。 

○委員（成澤明子） 手元に要求水準書案の資料がないので、思い出しながら話すのですが、例
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えば、高圧のところの土地の利用の仕方とか。あるいは、今全国的になるべく高台に学校を建

てるという傾向ありますけれども、美里町のようにそういうところはなかなか土地を得られな

いというような中で、あそこを決めたわけです。だからできるだけ子供たちが生き生きと学べ

るような学校にしたいということになると、もっときちんと要求水準書案を見ていきたいと思

います。 

○教育長（大友義孝） ということで、もう少し内容を見ていかなければならないかなというこ

とですね。 

○委員（成澤明子） やっぱり手元に要求水準書案があったほうが、いろいろメモしたのとかあ

るので。 

○教育長（大友義孝） だから、手元にないとちょっと議論がかみ合わないかなと思ったんです。

だから、お戻りになったらこれを見て。 

○委員（成澤明子） でも、個々に言っていいんでしょうか。 

○教育長（大友義孝） 個々にいけば、その後まとまるものもまとまらないんじゃないかと思っ

ているんですが。 

○委員（成澤明子） 次回、急ぐんですか、要求水準書の(案)が取れるのは。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） よろしいですか。 

  まず、５月には公募するということになりますので、要はこの要求水準書案を基に事業費を

算出します。それを、基本的にはその前にやらなければならないので、事業費を算出いたしま

して、導入可能性調査のときにバリュー・フォー・マネー（ＶＦＭ）というものを出したんで

すね。それで、ＰＦＩでやることがいいのではないかということになったのですが、今回また

再度現時点で事業費を算出しまして、そしてまたバリュー・フォー・マネーをはじくんですね。

そして、今回やはりＰＦＩ事業でやることで効果が出ると、そう特定されたときに初めて成立

するということがありまして、それの作業を大体年度末ぐらいまで決めなければならないんで

す。ということは、もうそろそろこの内容を決めて、事業費を算出するというようなところに

なってきます。 

  それで、まず後藤委員のほうから総則の部分で一番大事な部分ということで、最低限の水準

を示すものということで、これは性能発注なんですね。「こういうものを造ってください」と

いうものなので、「こういうやり方で、こういうふうにしてくれ」というものではないんです

ね。「こういうものを造ってくれ」ということなので、事業者からすればここに載っているも

のは最低限全てやらなければならないというとらえ方をするということなんです。なので、こ
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こに挙げたものは全てやることになるので、それについて全て事業費のほうに入れ込んでいく

というようなところでございます。 

  それで実際にあたり、事務局からの意見ということで事務局でもいろいろ考えまして、例え

ば環境に配慮した「周りの田んぼとマッチングしたような設備にしてほしい」とか、あと「生

徒が活動しやすいような」、あとは「自動車と交錯することがないような動線の計画をしてほ

しい」とか、いろいろと意見を出してこの中には入れていただいているところがございます。

例えば、「グラウンドは可能な限り広く取ってほしい」とか、「駐車場についてもできるだけ

多く確保してほしい」とかですね。あとは、もろもろ見ていただくと、細かい部分いろいろ気

づくところがあるのかなというところがございます。 

  それで、事務局といたしましてはこれをよく見ていただいて、「いや、こういう要素が足り

ないんではないか」とか、「ここはもう少しこうしたらいいんではないか」というようなご意

見はお出しいただいてよろしいと思いますし、あと先ほどからお話しがあるように教育に関す

る部分、大分あるんですね。この中で見ていくとありますので、それを見ていただいて教育的

な視点から「ここは、もう少しこういうふうな表現になるのではないか」とか、そういうもの

があればお出しいただければ、非常にありがたいのではないかというふうに思っているところ

です。ただ前回もお話ししたのですけれども、お金に跳ね返るということになりますと、５５

億円というような上限がございますので、やはりこれは住民との約束ということになると思い

ますので、その範囲で考えていくというようなことになりますので、あまり法外なちょっとレ

ベルを上げる、グレードを上げるようなことはなかなか難しいのかなと思っております。 

  ただ、ここでお出ししているのは案でございますので、これを見ていただいて自由にという

か、あとはそれをやれる・やれないというのはまた別の話でございますので、それを出してい

ただいて、そして調整すると。私も、この仕事は町長部局の立場でやっておりますので、教育

委員会からの意見を聞くというところは町長部局でも配慮するということになっておりますの

で、その辺については言っていただくと。 

  ただ、期間はずっと長く取れないので、できれば次回の定例会ぐらいまで考えておいていた

だいて、そして１つはそのときにまた再度「いかがですか」という形でやるのか、それとも事

前にある程度箇条書きでも結構ですので、見てある程度自分の考えをちょっと箇条書きに書い

ていただいて、それをまず皆さんにお配りして見ていただいた状態で次回お話ししていただく

か。そのあたりをお決めいただいて、よろしければ次回にある程度考えをまとめさせていただ

ければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○委員（後藤眞琴） 前もって出すこともいいでしょうし、前もって出したものを次回みんなで

話し合う。とても丁寧に、１２ページの上から⑤ね、「将来の生徒数の変化等を踏まえて、多

目的に空間を使用することのできる工夫を検討すること」、これ教育委員会でほとんどこうい

うことを話し合ってないですよね。「多目的に空間を使用することのできる工夫」というのは、

どういうふうなことがあるのかなと。具体的に「こういうものはこういうふうにしたらいいね」

とか、そういうところも教育委員会で話し合って、それで一応要望すると。 

○教育長（大友義孝） 今、後藤委員が言われるようなこともあるし、それから成澤委員が「例

えば」という話で言いましたのは、高圧線のやつはずっと話の出てきた部分で、これに網羅さ

れていないと思うんですね。だからさっきのような、「高圧線があるから、その線下の部分に

ついてレイアウトをしっかりと影響のないような範囲で」、まあ影響はないということは分か

っているんですけれども、「ちゃんと幾らかでもそういったところを外すような施設の使い方

をしてほしい」ということも入れるとかですね、そういったことも可能だと思うんですよね。

ただそれをやるためには、１回全部ずっと読んでもらわないと、自分で考えている部分の意見

をここに出してもらわないと、なかなかここで「どうしますか」「どうしますか」と一つずつ

聞くわけにはいかないと思っていたんです。 

  だから、例えばそれを言われてきたときに、「そうだよね」とみんななった部分は「じゃあ、

町長部局のほうでこれ要求水準書に、最低のラインだから入れてくださいよ」というふうな話

をする。例えば私が中学校に行ったときに、それを持っていくのかということね。そういうこ

とは、直に言えるわけですよね。だから、それはあくまで１つにできないのではないかなとい

う部分もあるということです。 

○委員（後藤眞琴） そうすると、次回までにこれ読んで気がついたものを出して、それをみん

なで話し合うと。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうですね、そのほうがい

いですか。成澤委員。 

○委員（成澤明子） 疑問点とか質問であるとか意見であるとかというのを箇条書きみたいにし

てお出しして、それについてそれも含めて次回定例会で話し合うということなんですよね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そういう形でどうですかと

いうことなんです。 

○委員（後藤眞琴） 事前に出していないことも、その場で出してもいいということですね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） それは全く構わなくて、事
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前にほかの委員の方のご意見が分かれば膨らむ部分というか、自分で考える部分も「ああ、こ

れもそうだな」って考える部分もあると思いますので。 

  ちょっと期日については、いつまでというのを出させていただきますので。 

○教育長（大友義孝） お正月ゆっくり考えていただいて。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうですね。 

○教育長（大友義孝） そして意見をまとめていただいて、１月の１０日とかちょっと期日は決

めさせていただくので、それをいただいて次の定例会かその前にで「こういった意見がありま

す」と委員さんにお知らせをして。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうですね、最初に集めて

お配りさせていただいて、見ていただいてと。 

○教育長（大友義孝） 定例会にまとめると、いかがですかね、そういう段取りで。（「いいで

すね」の声あり）じゃあ、そのような形にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  すみません、追加提案といいますか追加議案に入れさせていただきまして、ありがとうござ

いました。 

  では、協議事項は以上で終了させていただきます。先生方、もう定時の退庁時間でございま

すということで、お疲れさまでした。阿部先生は、１つだけ残っていますね。 

  じゃあ、そういうわけで先生方は。 

 

                                            

 

その他 

○教育長（大友義孝） では、続けてさせていただきます。その他案件というところには５か件

があるんですけれども、実は全部で７件ぐらいあるんですけれども、一つ一つ整理していきた

いと思います。 

  １つは行事予定ですが、お示しをさせていただいたとおりの行事予定でありますので、お目

通しお願いします。 

  ２つ目の教育委員会委員の研修会でございます。これ課長補佐のほうから、何か、急なんで

すけれども、お伝えしたいこと。 

○課長補佐兼総務係長兼郷土資料館長（藤﨑浩司） そうですね。前回定例会のほうでお話しさ
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せていただきまして、ご案内のほうをさせていただいたんですが、その後出欠確認をさせてい

ただきまして、留守委員と大森委員の出席とあと教育長、それから例年でありますと随行する

職員、合計４人でということになりました。 

○教育長（大友義孝） じゃあ、行く方法とかそういったことについては、追ってご連絡させて

いただきます。 

  では次に、美里町の教育振興基本計画の策定についてですね。これも、教育次長からかな。

資料の配付は。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） しました。 

  すみません、アイデアコンテストのことで、ちょっと。 

○教育長（大友義孝） ああ、その前にそうだね、アイデアコンテスト。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） では、私のほうから。 

  資料をお配りしておると思うんですけれども、「新中学校アイデアコンテスト募集要領」と

いうことで、前回もちょっとお話しをさせていただいたんですが、小中学生にテーマとして「行

きたくなる学校・魅力的な学校・理想的な学校」というようなテーマに基づいて、小学校の部・

中学校の部ということで、目的といたしましては新中学校を整備するに当たり、子供たちが考

えるアイデアを参考とするために行わせていただきたいということでございまして、作品の提

出についてはイラスト・作文・あと工作等で形式は問わないということにしておりまして、応

募期間につきましては１月１２日から２月１２日、１か月間というようなところで考えており

ます。 

  それで、入賞ということで各部門ごとに町長賞・議長賞・教育長賞というようなところで準

備をいたしまして、賞品としてはこちらに記載しているようなところを考えているところでご

ざいます。作品の審査につきましては、令和３年の２月下旬ということで考えておりまして、

受賞者に結果の通知と商品を送付する予定。あとは、受賞作品につきましては広報、ホームペ

ージにて公表というようなところでございまして、表彰につきましては一応３月ということで

考えておりますが、これも新型コロナウイルスの関係ございますので、ちょっとそれによって

は中止になるというところもございます。あと作品の取扱いというようなところで、ここに書

かせていただいているというようなところで、こういう形で進めたいということで考えておる

というようなところでございます。 

  学校に対しましては、既に生徒たちに「こういうことをやりますよ」ということで募集をか

けていると。あとあわせて、保護者の皆様に対してもご意見があればメール・ファクスあとは
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持参でも構わないということで、ぜひご提案くださいということでご案内しているというとこ

ろでございます。 

  あと今後、先生方のご意見もちょっとお聞きしたいというところもございます。あとは、広

報に子供たち・保護者に対して、こういうことで新中学校に対する要望というか、そういうも

のを聞く機会を設けるということで、住民の皆様もご提案等々があればぜひお寄せくださいと

いうことで、広報でも広くいろいろなご意見を募りたいなというふうに思っているところであ

ります。 

  それで、その意見につきましては全てを反映できるというわけではないのですが、５月に公

募する際の資料として公表させていただきたい。まとめて、それを事業者にご提供して、それ

を踏まえた提案をいただきたいというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。 

  まずアイデアコンテストについては、こういうふうな形で行っていくということでございま

す。ただ、この中でちょっと「記」になかったのが「誰決めるの」ということが、まだ決定事

項じゃないので、少し「誰が決めるの」という最後の最後のところを、ここをちゃんとしない

と。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） すみません、それで審査の

関係でございますけれども、やはり審査委員会というものを設けまして審査基準を定めて、あ

と今のところはちょっとここには書いていないんですが、当然町長部局から総務企画の職員で

すね、あとは副町長は審査委員長に指定したいなというふうに考えておるんですが、あとは議

会・教育委員会からも人を選ばせていただきまして、事務局のほうで選ばせていただいて審査

体制をこれから早急に考えて、しっかりとした公平な審査を行えるように準備をさせていただ

きたいなと思います。 

○教育長（大友義孝） これから進めるということですね。 

○委員（後藤眞琴） それからこの賞ね、せっかくこれに応募してくれるんだから、もうちょっ

と佳作とかいうのをつくってみたらどうかなって。そうすると、佳作３人入れたら６人になり

ますよね。佳作の場合は、図書カード２，０００円とか３，０００円とかね。それぐらいだっ

たら、追加しても町で大丈夫でしょうね。 

  それから、これ応募するのはどこですか。この学校教育環境整備室でよろしいですか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 整備室のほうで。 
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○教育長（大友義孝） 佳作の件は、ちょっと考えて。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうですね。私もちょっと

考えていなかったです。 

○委員（後藤眞琴） せっかく応募してくれるのでね。 

○教育長（大友義孝） 審査は、教育委員会の委員の中から１人ですね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） そうですね。 

○教育長（大友義孝） あとは、議会の議員から１人くらい。町長のほうからは副町長というこ

とで。審査基準というものの決め方なんだけれども、あまりがんがんとがちがちに決めちゃう

と、発想も何もなくなってくるんですね。そういったところも、今後、詰めていかなきゃない

でしょうね。 

  よろしいですか。こういったことで、皆さんの提案をいただくということで。 

  では次に、教育振興基本計画の策定ということで、これも次長。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） それでは、私のほうから説

明をさせていただきたいと思います。資料につきましては、本日配付したもので「第２期美里

町教育振興基本計画（素案）」というもので、お手元にございますでしょうか。それともう１

つ、Ａ３判のちょっと大きいものですね。これと、あとはＡ４判のものということになります

ので、そちらをちょっとご覧いただきたいと思います。座って説明をさせていただきたいと思

います。 

  まずＡ３判のものなのですが、これは今回総合計画・総合戦略、以前からお話しをしている

のでご理解いただいているとは思うのですが、それの政策・施策・施策の目標ということで、

国の教育振興基本計画に基づいて整理をさせていただいているものでございます。国の教育振

興基本計画に基づいて、今回事業を組立て直して、それに対する現状と課題、あとは計画する

事業の内容ということで整理をさせていただいた。それで、これと全く同じ内容が総合計画に

入っているというところでございます。 

  これをベースに、やはり総合計画・総合戦略と教育振興基本計画が別なものになってしまっ

て、ちぐはぐになってしまうと大変なことですので、それをしっかりとコントロールしていく

ために教育振興基本計画を、これを踏まえた中で今回まず素案ということでおつくりさせてい

ただいたものでございます。 

  それで、本日お配りしたばかりですので、これにつきましてはこれを見ていただいて、まだ

不十分なものでございますので、いろいろとご意見をいただきながらその構成を含めて内容を
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全般的に見ていただいて、それで今後作成してまいりたいなと。いずれ、年度内に策定をしな

ければいけないものですので、３月の会議ではしっかりと決めていくというようなところで進

めさせていただくということになると思いますので、本日はまず資料をお配りして、今後協議

の議題として進めさせていただきたいというところでございます。 

  以上です。 

○教育長（大友義孝） じゃあ、今日は資料の配付のみということで、お目通しをしてください

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（後藤眞琴） ちょっとだけ、質問。 

○教育長（大友義孝） どうぞ。 

○委員（後藤眞琴） この教育振興基本計画は、来年の３月の定例会で決定するということでよ

ろしいわけですか。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） ４月からは新しい計画でと

いうことなので、４月から執行するためには３月の定例会までには全て決めてしまわなければ

ということになると思います。よろしくお願いします。 

○教育長（大友義孝） そこで、ちょっとくっついている部分があって、今「総合計画」とか「教

育大綱」とか、いろいろなぶら下がりの計画がいっぱいあるわけですよね。これを、「教育振

興基本計画」があることによって「美里町の教育」というものを毎年発表します。その中にも

今後、反映していかなきゃないということがあるわけなんです。 

  だから、３月に決めてそれがスタート切ったときに、「美里町の教育」にいきなり反映でき

るかという、ちょっと不安なところがあるわけです。だから、ちょっと現実的には急いでいる

わけですが。それを基に、本来は学校での学校教育問題という部分が本来は定められていくは

ずなのでありまして、ただもう既に学校のほうは次年度どういうふうな目標立てていくかとい

う部分は、今の総合計画を踏襲した形で考えられているのかなと思います。その辺の整合性は

取っていかなきゃないだろうということでございます。まあ、この辺については後からお話し

しようかなと思っていたことですが。 

  ということでございます。すみません、よろしくどうぞお願いします。 

  では次に、阿部先生のほうから提案が、新型コロナウイルス感染防止の部分との関係で卒業

式や３学期の各種行事の関係でありますので、説明をお願いしたいと思います。 

○学校教育専門指導員（阿部 毅） 今ありました、保護者宛の教育委員会からのお知らせとい

う部分でございます。 
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  最近の当然大きなまた新型コロナウイルス感染の拡大ということの中で、今後３学期の行事、

特に大きな行事としては卒業式等々ですね。あと、町外から人が入ることですね。この部分に

ついて、各学校で対応しやすいようにということで、教育委員会から保護者の皆様方に周知し

たほうがよいということを考えまして、お知らせを作成し、今後配布したいと思います。今日

はこの内容についてちょっとだけご説明をいたしますが、あとゆっくりとご確認いただいて、

大変急ぎで恐縮なんですが１２月２８日が仕事納めなんですけれども、その前にもしご意見等

あればお寄せいただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

  内容につきましては、まず卒業式の対応部分なんですが、（１）につきましては現在風邪の

症状などがあった場合は登校できないことになっておりますので、この部分と整合性を取って

の示し方ということになっております。いろいろと問題は出てくるかなというふうな思いもあ

りますが、そのように表示しております。 

  （２）（３）につきましてはこれまでと同様の考え方でございますが、特に（３）の※して

おります在校生の参加につきましては、これは各校ごとの違いとか必要性の問題など、なかな

か線引きが難しい部分だなというふうに思っているところなんですけれども。 

  それから（４）（５）（６）も当然必要なことなんですけれども、マスクについては子供た

ちについては式中の呼びかけや歌の場面も含むという部分を考えていきたいというふうに思っ

ています。 

  ２つ目の３学期の各種行事の対応のことにつきましては、（１）（２）のように外部の方が

多数来られるケースということで、１日入学関連なわけでございます。このことについては、

保護者のみとしてよろしいのではないかという部分がございました。ただし、括弧書きしてお

ります幼稚園の部分も考えなければならないということで、ちょっとここ現在調整中となって

いますけれども、幼稚園は様子を見るために必要なんだという話を聞いておりまして、そこの

ところをもう少し煮詰めていかなければなりません。 

  それから、（３）の修了式については学校裁量の中で十分終業式等も行われておりますので、

そこはできるのではないかというふうに考えております。 

  今後この内容については、小中学校になっていますが幼稚園のほうにも同様にというふうな

視点も既にありますので、内容をそのように整理しまして、ご意見いただいた部分を調整させ

ていただいて、１月初めの園長会、それから校長会で説明の上、整理して配布したいなという

ふうに考えておりますので、忙しいところ大変申し訳ございませんがご意見をよろしくお願い

したいと思います。 
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  以上です。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございました。 

  今、案として３学期の各種行事の対応と卒業式の部分について、案をお示しさせていただい

たところでございます。この件について、２８日までご意見があればお寄せいただきたいとい

うことなんですが、ここでこの場ですぐ出るような意見があれば、お伺いしていいのかなと思

いますが。 

○委員（後藤眞琴） 今これ見ていて、１つだけ気がついて、「記」というところの１の（２）

の「２週間いないに感染状況が拡大している地域」とあるんですけれども、これ感染状況が拡

大している地域っていうのはどういうふうに判断したらよろしいわけですか。 

○学校教育専門指導員（阿部 毅） レベル２以上とかですかね。そのあたりも、ちょっと。 

○教育長（大友義孝） これは、注釈要るんじゃないかな。 

○委員（後藤眞琴） 書いておいたほうが。 

  あとは、これから読ませていただいて。 

○教育長（大友義孝） よろしいですか、今のところは。じゃあ、後でご意見頂戴したいと思い

ますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） すみません、先ほどの要求

水準書のところでお話しする予定だったんですが、こういう資料「美里町新中学校整備等事業

（仮称）に関する質問回答一覧」、これは実施方針に対しての質問に対する回答ということで、

これは２３日にホームページ上に公開しているものでございます。 

  これは、業者には伏せておるのですが、実施方針のどの項目にどういう内容で質問いただい

たかというものをまとめたものでございまして、大分専門用語がいろいろ入ってきておりまし

て分かりづらい部分もあるのですが、これは事業者向けに回答を出していると。事業者からの

質問に対して、こちらの考えを回答として出しているものですので、参考までにご覧いただけ

ればというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○教育長（大友義孝） ホームページの内容の説明のとおりということですね。これ、ちなみに

個人からいただいた質問なんかはないでしょうね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） ないです。 

○教育長（大友義孝） 業者さんだね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） これは、全て企業からいた
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だいた質問です。 

○委員（後藤眞琴） 業者からですね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 企業からですね。 

○委員（後藤眞琴） 住民じゃなくて。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 企業向けにお出しして、企

業からいただいたものに対して回答ということです。一般はございません。 

○教育長（大友義孝） 参加したい業者さんということですね。 

○教育次長兼教育総務課長兼学校教育環境整備室長（佐藤功太郎） 今回は、メインとして参加

を考えている企業を中心にということで、ご質問いただいているというところです。 

○教育長（大友義孝） そういうことでございますので、一通りお目通しをお願いいたします。 

  では最後に１月、新年を迎えてからの１月の定例会の開催日でございます。来年ですと、１

月２５日が月曜日ということなんですが、２８日木曜日、２９日金曜日なんですが、このどち

らかでできればなというふうに思っておりますが、いかがですか。今日は木曜日だったんです

が。２７日、２８日でしたら。 

○委員（大森真智子） どっちでも私は。 

○教育長（大友義孝） 後藤委員さん、成澤委員さんは、どちらが。 

○委員（成澤明子） いいです、どっちでも。 

○委員（後藤眞琴） ２８日。 

○教育長（大友義孝） ２８日木曜日。 

○委員（後藤眞琴） ちょっと、今１２月を見ていた。１月でした、ごめんなさい。２８日木曜

日ね、はい。 

○教育長（大友義孝） いいですか。じゃあ、２８日午後１時３０分から、場所はここでという

ことにさせていただきたいと思います。 

  本当は忘年会・新年会というところなんでしょうけれども、一番冒頭に申し上げましたよう

に自粛するということでございますので、最初は少人数でもやむを得ないというところだった

んですが、この状況ですので自粛していきたいというふうに思います。 

  以上で、議事日程全て終えたわけでございますが、何かないでしょうか。特になければ、閉

めさせていただきたいと思います。 

  以上で本日の日程は全部修了いたしました。これをもって、令和２年１２月教育委員会定例

会を閉会いたします。 
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  大変お疲れさまでございました。 

 

午後５時０３分 閉会 
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  上記会議の経過は、事務局教育総務課が調整したものであるが、その内容に相違ないことを

証するため、ここに署名いたします。 

令和３年１月２８日 

 

署 名 委 員                       

 

署 名 委 員                       

 


